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は
じ
め
に

　

東
晉
の
干
寶
は
、『
搜
神
記
』
の
執
筆
目
的
に
つ
い
て
、「
其
の
著
述
に
及
び
て
は
、
亦
た
以
て
神
道
の
誣い
つ
はら
ざ
る
を
明
ら
か
に
す
る
に

足
る
な
り
（
及
其
著
述
、
亦
足
以
明
神
道
之
不
誣
也
）」（『
晉
書
』
卷
八
十
二 

干
寶
傳
）
と
述
べ
て
い
る
。「
神
を
搜た
づ

ぬ
る
記
（
搜
神
記
）」

と
の
書
名
に
も
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、『
搜
神
記
』
の
中
心
概
念
と
な
る
「
神
道
」
は
、『
周
易
』
觀
卦 

彖
傳
の
「
天
の
神
道
を
觀
る
に
、

而
し
て
四
時 

忒た
が

は
ず
。
聖
人 

神
道
を
以
て
敎
を
設
け
て
、
天
下 

服
す
（
觀
天
之
神
道
、
而
四
時
不
忒
。
聖
人
以
神
道
設
敎
、
而
天
下
服

矣
）」（『
周
易
注
疏
』
卷
四 

上
經 

觀
）
と
い
う
文
に
基
づ
く
。
王
弼
注
に
よ
れ
ば
、「
神
は
則
ち
形
无
き
者
な
り
て
見
へ
ざ
る
（
神
則
无

形
者
也
不
見
）」（『
周
易
注
疏
』
卷
四 

上
經 

觀
）
も
の
と
さ
れ
る
が
、
干
寶
は
、
王
弼
の
義
理
易
で
は
な
く
、
孟
氏
易
・
京
房
易
の
流
れ

を
汲
む
虞
翻
・
陸
績
の
象
數
易
を
継
承
し
て
お
り
、「
神
道
」
の
内
容
を
王
弼
注
か
ら
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い）

1
（

。

　

竹
田
晃
は
、「
干
寶
の
史
観
は
典
型
的
・
伝
統
的
な
儒
家
思
想
に
基
づ
き
、
老
莊
の
学
説
や
玄
談
の
流
行
に
強
い
反
発
が
示
さ
れ
る
。

王
導
の
知
遇
を
得
た
干
寶
は
、
公
人
と
し
て
、
漢
易
の
系
統
を
引
く
か
れ
の
陰
陽
思
想
を
抑
え
て
、
確
乎
た
る
儒
家
的
な
政
治
観
・
歴
史
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観
を
も
っ
て
晉
紀
を
撰
し
、
そ
の
完
成
後
の
解
放
感
が
、
私
撰
の
志
怪
小
説
た
る
搜
神
記
に
展
開
し
た
」
と
述
べ
て
い
る）

2
（

。
し
か
し
、
干

寶
が
当
初
か
ら
「
志
怪
小
説
」
と
し
て
『
搜
神
記
』
を
著
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い）

3
（

。

　

小
南
一
郎
は
、
干
寶
は
鬼
神
の
出
現
を
伝
え
た
記
録
を
掲
げ
て
北
来
貴
族
た
ち
の
無
鬼
論
に
反
論
す
る
こ
と
を
政
治
的
な
目
的
と
し
な

が
ら
、
鬼
神
的
世
界
の
存
在
を
現
在
に
確
認
す
る
探
求
者
と
し
て
『
搜
神
記
』
を
編
纂
し
た
、
と
い
う）

4
（

。
南
朝
寒
門
に
お
け
る
学
問
の
意

味
を
問
う
視
座
は
興
味
深
い
が
、
干
寶
が
一
方
で
歴
史
的
な
記
録
を
残
し
、
他
方
で
そ
れ
と
内
容
的
に
齟
齬
す
る
「
神
道
」
に
よ
る
解
釈

を
両
存
さ
せ
て
い
る
、
と
の
指
摘
に
疑
義
が
あ
る
。

　

本
稿
は
、
干
寶
が
、
五
行
志
と
共
通
性
を
持
つ
天
人
相
關
説
を
一
方
で
掲
げ
な
が
ら
、
他
方
で
妖
怪
が
生
ず
る
理
由
を
論
理
的
に
追
究

し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
矛
盾
や
二
面
性
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
も
留
意
し
な
が
ら
、
五
氣
變
化
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
搜

神
記
』
の
執
筆
目
的
と
そ
の
到
達
点
を
探
る
も
の
で
あ
る
。

一
、『
晉
紀
』
總
論
と
天
人
相
關
説

　

干
寶
が
『
晉
紀
』
を
編
年
體
で
著
し
た
動
機
に
関
し
て
、『
史
通
』
は
次
の
よ
う
な
干
寶
の
議
論
が
、
支
持
を
集
め
て
い
た
こ
と
を
伝

え
る
。

　
　

 

昔 

干
寶 

晉
史
を
撰
す
る
を
議
す
る
に
、
以い爲
へ
ら
く
、「
宜
し
く
丘
明
に
準
じ
、
其
の
臣
下
の
委
曲
は
、
仍
ち
譜
注
と
爲
さ
ん
」
と
。

時
に
於
て
議
者
、
之
を
宗
と
せ
ざ
る
は
莫
し）

5
（

。

　

干
寶
は
、
史
書
の
体
例
は
左
丘
明
の
『
春
秋
左
氏
傳
』
に
準
拠
し
、
臣
下
の
列
傳
を
「
譜
注
」
と
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
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れ
に
基
づ
い
て
著
し
た
『
晉
紀
』
は
、
西
晉
四
代
五
十
三
年
の
編
年
體
に
よ
る
通
史
で
、
七
帝
紀
（
宣
帝
・
景
帝
・
文
帝
〈
三
祖
〉・
武
帝
・

惠
帝
・
懷
帝
・
愍
帝
）
よ
り
成
る
（『
史
通
』
卷
十
二 

古
今
正
史
篇
）。
そ
の
体
例
は
、
編
年
體
で
あ
る
が
、『
春
秋
』
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

臣
下
の
列
傳
を
挟
む
「
春
秋
左
氏
傳
」
体
で
あ
る
た
め）

6
（

、
紀
傳
體
と
比
較
し
て
、
志
を
欠
く
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
干
寶
は
、
五
行
・
符

瑞
と
い
っ
た
志
を
著
す
こ
と
に
躊
躇
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、『
春
秋
左
氏
傳
』
を
目
指
す
以
上
、『
晉
紀
』
は
勧
善
懲
悪
の
史
論
を
含
む
も
の
と
な
る
。

　
　

 

狄 

二
國
を
滅
ぼ
し
、
君 

死
し 

城 

屠
ふ
ら
る
。
齊
桓 

覇
を
行
ひ
、
亡
を
興
し
絕
を
繼
ぐ
。
左
傳
に
云
ふ
、「
邢
の
遷
る
こ
と
歸
る
が

如
く
、
衞
國 

亡
ぶ
を
忘
る
」
と
。
上
下
の
安
堵
し
、
舊
物
を
失
は
ざ
る
を
言
ふ
な
り
。
孫
皓 

暴
虐
な
る
が
如
き
は
、
人 

生
を
聊た
の

し

ま
ず
。
晉
師 

是
れ
討
ち
、
後
予 
相 

怨
む
。
而
る
に
干
寶
の
晉
紀
に
云
ふ
、「
吳
國 

旣
に
滅
び
、
江
外 

亡
ぶ
を
忘
る
」
と
。
豈
に
江

外 

典
午
の
善
政
に
安
ん
じ
、
歸
命
の
未
だ
滅
び
ざ
る
を
同と
も

に
せ
ん
や
。
此
れ
を
以
て
し
て
左
氏
に
擬
す
る
も
、
又 

所
謂
る
貌 

同
じ

く
し
て
心 

異
な
る
も
の
な
り）

7
（

。

　

こ
こ
で
は
、
劉
知
幾
に
よ
り
、『
春
秋
左
氏
傳
』
に
擬
し
た
史
論
が
相
応
し
く
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
干
寶
の
『
晉
紀
』
が
『
春

秋
左
氏
傳
』
を
範
と
し
た
こ
と
を
理
解
で
き
よ
う
。
な
お
、
干
寶
が
孫
吳
の
存
在
し
た
時
期
の
社
会
状
況
を
西
晉
の
征
服
後
と
同
一
視
し

て
い
た
こ
と
に
は
、
興
味
を
覚
え
る
が
、
干
寶
の
孫
吳
觀
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
い）

8
（

。

　

さ
ら
に
、『
春
秋
左
氏
傳
』
が
「
凡
例
」
を
備
え
る
よ
う
に
、
干
寶
の
『
晉
紀
』
も
「
凡
例
」
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
、『
史
通
』
に
記

録
さ
れ
る
。

　
　

 

唯
だ
令
昇 

先
覺
に
し
て
、
遠
く
（
左
）
丘
明
を
述
べ
、
重
く
凡
例
を
立
て
て
、
晉
紀
を
勒
成
す
。
鄧
（
粲
）・
孫
（
盛
）
よ
り
已
下
、

遂
に
其
の
蹤
を
躡ふ

み
、
史
例
の
中
興
、
斯
に
於
て
盛
ん
と
爲
る
。
沈
宋
の
志
序
、
蕭
齊
の
序
錄
の
若
き
は
、
皆 

序
を
以
て
名
と
爲
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す
と
雖
も
、
其
の
實
は
例
な
り
。
必
ず
其
の
臧
否
を
定
め
、
其
の
善
惡
を
徵
す
る
は
、
干
寶
・
范
曄
、
理 

切
に
し
て
功
多
し）

9
（

。

　

劉
知
幾
の
見
た
『
晉
紀
』
の
「
凡
例
」
は
亡
逸
し
て
お
り
、
干
寶
（
令
昇
）
が
ど
の
よ
う
な
「
凡
例
」
を
立
て
て
、『
晉
紀
』
を
記
載

し
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
論
と
の
関
わ
り
で
注
目
す
べ
き
は
、『
搜
神
記
』
に
も
、
事
例
を
列
挙
す
る
前
の
巻
頭
に
お
い
て
、

総
論
と
な
る
べ
き
理
論
的
な
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
と
の
関
わ
り
で
あ
る）

10
（

。
総
論
部
分
が
、『
晉
紀
』
の
「
凡
例
」
に
当
た
る
と
す
れ
ば
、

両
者
は
同
じ
構
造
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、『
搜
神
記
』
は
「
左
氏
傳
」
体
に
近
似
す
る
。

　

そ
も
そ
も
、『
春
秋
左
氏
傳
』
は
、「
左
傳
は
艷
に
し
て
富
な
れ
ど
も
、
其
の
失
や
巫
（
左
傳
艷
而
富
、
其
失
也
巫
）」（『
春
秋
穀
梁
傳

集
解
』
范
寧
序
）
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
、
占
い
や
予
言
、
怪
異
現
象
、
そ
し
て
物
語
性
を
多
く
含
む
經
書
で
あ
る）

11
（

。
た
だ
し
、
干
寶
の
こ
ろ

に
は
、
西
晉
の
杜
預
の
注
に
よ
り
、
合
理
的
な
史
書
と
し
て
の
側
面
が
重
視
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た）

12
（

。
そ
れ
で
も
、
班
固
の
『
漢
書
』
五
行
志

が
、
そ
の
材
料
を
多
く
『
春
秋
左
氏
傳
』
に
求
め
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
、
占
い
や
予
言
、
怪
異
現
象
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。『
搜

神
記
』
も
ま
た
、『
春
秋
左
氏
傳
』
と
同
様
、
占
い
や
予
言
、
怪
異
現
象
を
記
す
こ
と
が
多
い
。『
春
秋
左
氏
傳
』
の
体
例
に
倣
っ
て
『
晉

紀
』
を
著
し
た
干
寶
が
、『
春
秋
左
氏
伝
』
の
内
容
を
襲
っ
て
、『
捜
神
記
』
を
著
し
た
蓋
然
性
は
高
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、『
晋
紀
』

の
中
で
唯
一
体
系
的
に
残
る
『
晉
紀
』
總
論
か
ら
、
史
家
干
寶
の
思
い
と
『
搜
神
記
』
執
筆
の
目
的
を
考
え
て
い
こ
う
。

　
『
文
選
』
に
引
用
さ
れ
る
『
晉
紀
』
總
論
は
、
西
晉
史
全
体
を
総
括
し
た
史
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
三
祖
」
の
功
業
と
武
帝
の
即
位
、

三
國
統
一
の
達
成
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
は
、
西
晉
の
皇
帝
も
臣
下
も
称
賛
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
惠
帝
が
即
位
し
た
後
の
、
楊
皇
后
・

楊
駿
、
賈
皇
后
・
賈
充
と
い
っ
た
外
戚
の
専
横
と
、
八
王
の
亂
を
惹
起
し
た
諸
王
の
対
立
、
さ
ら
に
は
「
元
康
放
縱
の
風
」
と
称
さ
れ
る

貴
族
の
放
恣
と
、
五
胡
の
侵
入
に
壊
滅
し
た
將
兵
の
堕
落
は
、
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
最
後
に
次
の
よ
う
な
文
を
掲
げ
て
、
天
人
相
關
説
へ
の
疑
義
を
提
示
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
東
晉
が
天
命
を
受
け
て
い
る
こ
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と
を
干
寶
は
主
張
す
る
。

　
　

 
懷
帝
は
承
亂
の
後
に
位
を
得
る
も
、
彊
臣
に
覊
せ
ら
れ
、
愍
帝
は
奔
播
の
後
に
徒
に
其
の
虛
名
に
廁ま
じ
はる
も
、
天
下
の
政 

旣す

已で

に
去

り
ぬ
。
命
世
の
雄
に
非
ず
ん
ば
、
之
を
取
る
能
は
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
懷
帝 

初
め
て
載う
ま

る
る
や
、
①
嘉
禾 

南
昌
に
生
ず
﹇
徐
廣

の
晉
紀
に
曰
く
、「
太
康
五
年
八
月
、
嘉
禾 

南
昌
に
生
ず
。
九
月 

懷
帝 

生
ま
る
」
と
﹈。
②
望
氣
者 

又 

云
ふ
、「
豫
章
に
天
子
の
氣

有
り
」
と
。﹇
干
寶
の
晉
紀
に
曰
く
、「
初
め
望
氣
者 

言
ふ
、「
豫
章
・
廣
陵
に
天
子
の
氣
有
り
」
と
」
と
﹈。
國
家 

多
難
た
り
て
、

宗
室 

迭
興
す
る
に
及
び
、
愍
・
懷
の
正
、
淮
南
の
壯
、
成
都
の
功
、
長
沙
の
權
を
以
て
、
皆 

傾
覆
に
卒を

は
る
。
而
し
て
懷
帝
は
豫

章
王
を
以
て
天
位
に
登
る
。
③
劉
向
の
讖
に
云
ふ
、「
滅
亡
の
後
、
少
く
し
て
水
名
の
如
き
者
有
り
之
を
得
ん
。
事
を
起
こ
す
者
は

秦
川
に
據
り
、
西
南
に
乃
ち
其
の
朋
を
得
ん
」
と
。
案
ず
る
に
愍
帝
は
蓋
し
秦
王
の
子
な
り
。
位
を
長
安
に
得
た
り
。
長
安
は
固
よ

り
秦
の
地
な
り
。
而
し
て
西
の
か
た
南
陽
王
を
以
て
右
丞
相
と
爲
し
、
東
の
か
た
琅
邪
王
を
以
て
左
丞
相
と
爲
す
。
上 

諱
は
業
。

故
に
鄴
を
改
め
て
臨
漳
と
爲
す
。
漳
は
水
名
な
り
。
④
此
に
由
り
て
之
を
推
せ
ば
亦
た
徵
祥
有
り
。
而
る
に
皇
極
は
建
た
ず
、
禍
辱

は
身
に
及
ぶ
。
⑤
豈
に
上
帝 

我
に
臨
み
て
其
の
心
を
貳
に
す
る
か
。
⑥
將は

た
人 

能
く
道
を
弘
め
、
道 

人
を
弘
む
る
に
非
ざ
る
に
由
る

者
か
。
淳
耀
の
烈
は
未
だ
渝か
は

ら
ず
。
⑦
故
に
大
命
は
重
ね
て
中
宗
元
皇
帝
に
集
ま
る）

13
（

。

　

西
晉
の
第
三
代
皇
帝
と
な
る
懷
帝
司
馬
熾
の
誕
生
を
言
祝
ぐ
①
嘉
禾
の
瑞
祥
や
、
太
熙
元
（
二
九
〇
）
年
に
豫
章
郡
王
と
な
っ
た
司
馬

熾
の
動
向
に
感
應
す
る
②
豫
章
の
天
子
の
氣
は）

14
（

、
天
人
相
關
説
に
よ
れ
ば
、
天
が
懷
帝
を
正
統
化
し
、
そ
の
統
治
を
言
祝
ぐ
た
め
に
出
現

さ
せ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
懷
帝
に
続
く
愍
帝
司
馬
鄴
は
、
③
劉
向
の
讖
に
合
致
す
る
と
さ
れ
る
。
後
漢
・
曹
魏
で
盛
ん
に
行
わ

れ
た
も
の
の
、
西
晉
で
は
泰
始
三
（
二
六
七
）
年
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
「
星
氣
讖
緯
の
學）

15
（

」
ま
で
を
も
援
用
し
て
、
そ
の
即
位
は
正
統
化

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
懷
帝
は
、
永
嘉
の
乱
に
よ
り
匈
奴
の
劉
曜
に
捕
ら
え
ら
れ
、
劉
聰
の
外
出
の
際
に
日
除
け
傘
の
持
ち
役
に
さ
れ
る

恥
辱
を
受
け
た
う
え
で
殺
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
続
い
て
即
位
し
た
愍
帝
司
馬
鄴
も
、
建
興
五
（
三
一
七
）
年
に
、
劉
聰
に
よ
り
平
陽
で
殺

さ
れ
、
西
晉
は
滅
亡
し
た
。
④
「
皇
極
は
建
た
ず
、
禍
辱
は
身
に
及
」
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

干
寶
は
、
そ
の
理
由
を
問
い
か
け
る
。
⑤
「
豈
に
上
帝 

我
に
臨
み
て
其
の
心
を
貳
に
す
る
か
」
と
。
こ
の
言
葉
は
、『
詩
經
』
大
雅 

大

明
に
、「
上
帝 

女
に
臨
め
り
、
爾
の
心
を
貳
に
す
る
こ
と
無
か
れ
（
上
帝
臨
女
、
無
貳
爾
心
）」
と
あ
る
詩
を
踏
ま
え
る
。
た
だ
し
、『
詩
經
』

は
上
帝
の
天
命
を
信
じ
、
人
々
が
二
心
を
抱
か
な
い
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
干
寶
の
言
葉
は
、
上
帝
が
二
心
を
抱
き
、

一
方
で
西
晉
の
皇
帝
に
正
統
性
を
附
与
し
な
が
ら
、
他
方
で
漢
（
前
趙
）
の
劉
淵
（
劉
聰
の
父
）
に
も
天
命
を
下
し
た
の
か
、
と
上
帝
（
天
）

に
対
す
る
疑
義
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
天
道 

是
か
否
か
（
天
道
是
邪
否
邪
）」（『
史
記
』
卷
六
十
一 

伯
夷
列
傳
）
と
問
い
か
け
た

司
馬
遷
に
も
通
ず
る
、
悲
痛
な
天
へ
の
不
信
表
明
で
あ
り
、
天
人
相
關
説
へ
疑
問
を
投
げ
か
け
る
言
葉
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
干
寶
が
、
天
人
相
關
説
の
否
定
へ
と
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
⑦
「
大
命
は
重
ね
て
中
宗
元
皇
帝
に
集
」
っ
て
い
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
東
晉
が
天
命
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
東
晉
の
史
家
で
あ
る
干
寶
に
は
動
か
し
難
い
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
干
寶

は
、
⑥
「
將
た
人 

能
く
道
を
弘
め
、
道 

人
を
弘
む
に
非
ざ
る
に
由
る
者
か
」
と
言
葉
を
続
け
る
。
こ
れ
は
、『
論
語
』
衞
靈
公
篇
に
、「
子

曰
く
、「
人 

能
く
道
を
弘
む
。
道 

人
を
弘
む
に
非
ざ
る
な
り
」
と
（
子
曰
、
人
能
弘
道
、
非
道
弘
人
也
）」
と
あ
る
文
を
踏
ま
え
る
。
こ

こ
で
は
、
典
拠
と
同
じ
く
、
干
寶
は
、
人
が
天
道
を
広
め
て
い
く
の
で
あ
り
、
天
道
が
人
を
広
め
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
よ
る
の
か
、
と

自
問
自
答
す
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
は
「
天
道
」
の
あ
り
方
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
人
相
關
説
の
搖
ら
ぎ
が
そ
れ
を

理
由
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
天
道
」
を
探
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
搜
神
」
の
「
神
」
が
、『
周
易
』
觀
卦 

彖
傳
の
「
天
の
神
道
」
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、『
搜
神
記
』
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は
、「
天
道
」
の
あ
り
方
を
捜た
ず

ね
る
た
め
に
書
か
れ
た
著
作
と
な
る
。『
搜
神
記
』
は
、
天
人
相
關
説
を
搖
る
が
せ
て
い
る
「
天
道
」
の
あ

り
方
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
西
晉
末
期
の
瑞
祥
が
、
天
人
相
關
説
と
は
異
な
る
原
理
に
よ
り
起
こ
っ
た
可
能
性
を
探
し
て
い
く
た
め
に
書

か
れ
た
。
東
晉
の
正
統
性
を
支
え
る
よ
う
な
、
天
人
相
關
説
の
現
れ
と
し
て
の
瑞
祥
と
災
異
と
、
西
晉
の
滅
亡
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
よ
う
な
、
天
人
相
關
説
と
は
関
わ
ら
な
い
瑞
祥
と
災
異
と
を
弁
別
す
る
た
め
、
後
者
の
発
生
す
る
人
間
側
の
原
理
を
解
明
し
て
、

そ
の
論
理
と
事
例
を
提
供
す
る
こ
と
が
、『
搜
神
記
』
の
執
筆
目
的
な
の
で
あ
る
。

二
、
天
人
相
關
説
の
有
効
性

　

天
人
相
關
説
の
有
効
性
を
保
障
す
る
た
め
、『
搜
神
記
』
は
「
天
道
」
の
原
理
を
捜た
ず

ね
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、『
搜
神
記
』
は
、
正
し

く
な
い
「
天
道
」
の
解
釈
を
厳
し
く
批
判
す
る
。

　
　

 

干
寶
の
搜
神
記
に
曰
く
、「
宋
の
大
夫
た
る
邢
史
子
臣
、
天
道
に
明
ら
か
な
り
。
周
の
敬
王
の
三
十
七
年
、
景
公 

問
ひ
て
曰
く
、「
天

道 

其
れ
何
の
祥
た
る
や
」
と
。
對
へ
て
曰
く
、「
後の
ち

五
十
年
の
五
月
丁
亥
、
臣 

將
に
死
せ
ん
と
す
。
死
せ
し
後
五
年
の
五
月
丁
卯
、

吳 

將
に
亡
び
ん
と
す
。
亡
び
し
後
五
年
、
君 

將
に
終を

へ
ん
と
す
。
終
へ
し
後
の
四
百
年
、
邾 

天
下
に
王
た
り
」
と
。
俄ほ
ど
なく
し
て
皆 

其
の
言
の
如
し
。
云
ふ
所
の
邾 

天
下
に
王
た
る
者
は
、
魏
の
興
こ
る
を
謂
ふ
な
り
。
邾
は
、
曹
姓
、
魏
も
亦
た
曹
姓
な
り
、
皆 

邾

の
後
な
り
。
其
の
年
數 

則
ち
錯た
が

ふ
は
、
未
だ
邢
史
の
其
の
數
を
失
ひ
し
か
、
將は

た
年
代 

久
遠
に
し
て
、
注
記
す
る
者 

傳
へ
て
謬
り

有
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
と）

16
（

。

　

こ
の
話
は
、『
太
平
御
覽
』
に
残
る
汲
冢
書
の
『
古
文
瑣
語
』
に
記
さ
れ
た
宋
の
景
公
の
逸
話
を
も
と
に
す
る）

17
（

。
そ
れ
が
王
莽
の
時
と
、
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曹
魏
の
時
に
改
作
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
王
莽
は
、
堯
の
後
裔
で
あ
る
漢
を
滅
ぼ
す
た
め
に
、
自
ら
を
邾
の
後
裔
で
あ
る
舜
の
子
孫
と

主
張
し
た
。
同
じ
く
、
舜
の
子
孫
を
称
し
て
、
漢
魏
革
命
を
正
統
化
し
よ
う
と
す
る
曹
魏
は）

18
（

、
王
莽
の
た
め
に
改
作
さ
れ
た
話
を
曹
氏
の

も
の
に
改
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
数
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
失
念
し
た
ら
し
い
。
周
の
敬
王
の
三
十
七
（
前
四
八
三
）
年
か
ら
、
四
百
六
十
年

後
は
前
二
三
年
と
な
り
、
そ
れ
は
、
王
莽
が
王
凰
に
孝
を
尽
く
し
て
台
頭
し
始
め
た
時
と
な
る）

19
（

。
曹
魏
の
正
統
性
を
示
す
「
天
道
」
と
し

て
は
、
年
数
が
間
違
っ
て
い
る
。

　

干
寶
は
、
そ
の
理
由
を
「
邢
史
の
其
の
數
を
失
」
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
「
注
記
す
る
者
」
が
誤
っ
て
伝
え
た
の
か
は
、
知
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
と
述
べ
る
。
王
莽
や
曹
室
の
改
竄
で
あ
る
と
悪
意
に
基
づ
き
解
釈
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、「
天
道
」
が
誤
っ
て
伝

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
干
寶
の
思
い
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

干
寶
は
、
天
人
相
關
説
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
干
寶
は
『
晉
紀
』
總
論
で
示
し
た
、
西
晉
末
の
天
人
相
關
説
へ
の
疑
問

を
次
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
る
。

　
　

 

愍
帝
の
立
つ
や
、
毗
陵
を
改
め
て
晉
陵
と
爲
す
。時
に
元
帝 

始
め
て
江
・
揚
に
霸
た
り
。而
る
に
戎
翟 

稱
制
し
て
、西
都 

微
弱
た
り
。

干
寶 

以い爲
へ
ら
く
、「
晉 

將
に
西
に
滅
び
ん
と
し
て
、
東
に
興
る
の
符
な
り
」
と）

20
（

。

　

天
は
、
西
晉
が
滅
び
、
東
晉
が
勃
興
す
る
こ
と
を
丹
陽
郡
の
「
東
」
部
を
分
け
て
置
い
た
毗
陵
郡
を
「
晉
」
陵
郡
と
愍
帝
が
改
名
す
る
、

と
い
う
「
符
」
に
よ
り
示
し
て
い
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
天
人
相
關
説
が
搖
ら
い
で
見
え
る
の
は
、
天
子
の
行
動

に
対
し
て
天
が
感
應
す
る
、
と
い
う
天
人
相
關
説
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
怪
異
が
、
実
体
験
を
含
め
て
数
多
く
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。

天
人
相
關
説
を
搖
る
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
天
子
と
は
無
関
係
の
怪
異
が
生
ず
る
理
由
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
思
い
を
干
寶
は
、
あ
る
人
物
に
仮
託
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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搜
神
記
に
曰
く
、「
晉
の
武
帝
の
世
、
河
間
郡
に
男
女
の
相 

悅
ぶ
も
の
有
り
て
、
相 

配
適
す
る
を
許
す
。
旣
に
し
て
男 

從
軍
す
る

こ
と
積
年
。
父
母 

女
を
以
て
人
に
適と
つ

が
す
。
幾
い
く
ば
く無
く
し
て
憂
ひ
て
死
す
。
男 

還
り
て
悲
痛
し
、
乃
ち
冢
所
に
至
り
、
之
を
哭
し
て

哀
を
敍
べ
ん
と
欲
す
。
而
る
に
其
の
情
に
勝
へ
ず
、
遂
に
冢
を
發
き
て
棺
を
開
く
。
卽
ち
時
に
蘇
活
す
れ
ば
、
因
り
て
負
ひ
て
家
に

還
る
。
將そ

れ
養
ふ
こ
と
數
日
に
し
て
平
復
す
。
其
の
夫 

往
き
て
之
を
求
む
。
其
の
人
還し
り
ぞけ
て
曰
く
、「
卿
の
婦 

已
に
死
す
。
天
下 

豈
に
死
せ
し
人
の
復
た
活
き
る
を
聞ゆ
る

す
や
。
天 

我
に
賜
ふ
。
卿
が
婦
に
非
ざ
る
な
り
」
と
。
是
に
於
て
相 

訟
へ
、
郡
縣 

決
す
る
能

は
ず
し
て
、
以
て
廷
尉
に
讞
す
。
祕
書
郞
の
王
導 

奏
す
ら
く
、「
精
誠
の
至
り
、
天
地
を
感
ぜ
し
む
る
を
以
て
、
故
に
死
し
て
更
め

て
生
く
。
此
れ
非
常
の
事
な
れ
ば
、
常
理
を
以
て
之
を
斷
ず
る
を
得
ず
。
請
ふ
ら
く
は
冢
を
開
き
し
者
に
還
さ
ん
」
と
」
と）

21
（

。

　

汪
紹
楹
が
計
算
す
る
よ
う
に）

22
（

、
王
導
は
武
帝
の
卒
年
に
よ
う
や
く
十
五
歳
と
な
る
た
め
、
武
帝
の
世
に
祕
書
郞
に
は
就
き
得
な
い
。
こ

の
た
め
、『
宋
書
』
五
行
志
は
「
惠
帝
の
世
」、『
晉
書
』
五
行
志
も
惠
帝
の
「
元
康
中
」
と
「
武
帝
の
世
」
を
改
め
て
か
ら
、
こ
の
話
を

収
録
し
て
い
る
。
し
か
も
、『
宋
書
』
が
変
更
す
る
の
は
、
時
期
だ
け
で
は
な
い
。

　
　

 

晉
の
惠
帝
の
世
、
梁
國
の
女
子 

嫁
を
許
し
、
已
に
禮
娉
を
受
く
。
尋に
は

か
に
し
て
其
の
男 

長
安
に
戍
し
、
年
を
經
る
も
歸
ら
ず
。
女

の
家 

更
め
て
以
て
人
に
適と
つ

が
し
む
。
女 

行
く
を
樂ね
が

は
ざ
る
も
、
其
の
父
母 

逼
り
強
ふ
れ
ば
、
已
む
を
得
ず
し
て
去ゆ

き
、
尋ま
も
なく
病
を

得
て
亡
す
。
後
に
其
の
夫 

還
り
て
、
女
の
所
在
を
問
ふ
。
其
の
家 

具
さ
に
之
に
說
く
。
其
の
夫 

女
の
墓
に
徑ゆ

き
、
哀
情
に
勝
へ
ず
、

便
ち
冢
を
發
し
棺
を
開
く
。
女 

遂
に
活
き
、
因
り
て
與
に
俱
に
歸
る
。
後
に
婿 

之
を
聞
き
、
官
に
詣
り
て
之
を
爭
ひ
、
所
在 

決
す

る
能
は
ず
。
祕
書
郞
の
王
導 

議
し
て
曰
く
、「
此
れ
は
是
れ
非
常
の
事
な
れ
ば
、
常
理
を
以
て
之
を
斷
ず
る
を
得
ず
。
宜
し
く
前
夫

に
還
す
べ
し
」
と
。
朝
廷 

其
の
議
に
從
ふ）

23
（

。

　
『
宋
書
』
と
『
搜
神
記
』
と
の
異
同
は
、
注
（
23
）
に
掲
げ
た
原
文
に
傍
線
を
附
し
た
が
、
最
も
重
要
な
相
違
は
、『
搜
神
記
』
に
書
か
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れ
て
い
た
「
精
誠
の
至
り
、
天
地
を
感
ぜ
し
む
る
を
以
て
、
故
に
死
し
て
更
め
て
生
く
」
と
い
う
王
導
の
言
葉
を
『
宋
書
』
五
行
志
が
削

除
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
が
無
け
れ
ば
、
女
が
生
き
返
っ
た
要
因
は
、
惠
帝
の
混
乱
し
た
政
治
に
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

天
人
相
關
説
に
基
づ
き
、
五
行
志
に
「
人
痾
」
と
し
て
採
録
し
得
る
。
事
実
、『
宋
書
』
五
行
志
も
『
晉
書
』
五
行
志
も
、
こ
の
話
を
「
人

痾
」
に
収
録
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
王
導
に
仮
託
さ
れ
た
言
葉
に
従
え
ば
、
前
夫
の
「
精
誠
の
至
り
」
が
、「
天
地
を
感
」
じ
さ
せ
て
、
妻
を
生
き
返
ら

せ
た
こ
と
に
な
る
。
天
人
相
關
説
は
、
勅
任
官
に
就
い
て
も
い
な
い
前
夫
の
「
精
誠
」
で
「
天
地
」
が
感
應
す
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
。

そ
う
し
た
「
常
理
」
で
は
判
断
で
き
な
い
こ
と
が
存
在
す
る
と
、
王
導
に
仮
託
し
て
、
干
寶
は
語
っ
て
い
る
。
干
寶
が
『
晉
紀
』
の
編
纂

を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
王
導
の
上
疏
に
基
づ
く
（『
晉
書
』
卷
八
十
二 

干
寶
傳
）。
大
恩
あ
る
王
導
の
た
め
に
も
、
自
ら
が
仕
え
る
東
晉

の
た
め
に
も
、
天
人
相
關
説
を
搖
る
が
す
、「
精
誠
の
至
り
」
が
「
天
地
を
感
」
じ
さ
せ
る
よ
う
な
、
怪
異
の
生
ず
る
理
由
を
探
さ
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。

三
、
妖
怪
の
生
成
理
由

　
『
搜
神
記
』
は
、
天
人
相
關
説
で
は
説
明
の
で
き
な
い
、
妖
怪
が
生
ず
る
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る）

24
（

。

　
　

 

妖
怪
な
る
者
は
、
干
寶
の
記
に
云
ふ
、「
蓋
し
是
れ
精
氣
の
物
に
依
る
者
な
り
。
氣 

中
に
亂
る
れ
ば
、
物 

外
に
變
ず
。
形
神
・
氣
質

は
、
表
裏
の
用
な
り
。
五
行
に
本
づ
き
、
五
事
に
通
ず
れ
ば
、
消
息 

昇
降
し
、
化
動 

萬
端
な
る
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
其
の
休
咎
の
徵
、

皆 

域
を
得
て
論
ず
可
し
」
と）

25
（

。
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妖
怪
は
、「
精
氣
」
が
「
物
」
に
宿
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
氣
」
が
中
で
乱
れ
た
と
き
に
、「
物
」
が
外
に
「
變
」
化
す
る
。
そ
の
変
化
は
、

「
五
行
」（
木
・
火
・
土
・
金
・
水
）
と
「
五
事
」（
貌
・
言
・
視
・
聴
・
思
）
に
通
じ
て
い
れ
ば
、
そ
の
「
休
徵
」（
善
政
に
応
じ
た
現
象
）

と
「
咎
徵
」（
悪
政
に
応
じ
た
現
象
）
を
説
明
で
き
る
、
と
い
う
。「
精
氣
」
と
「
物
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
周
易
』
繫
辭
傳
上
に
、「
精

氣 

物
を
爲
し
、
遊
魂 

變
を
爲
す
。
是
の
故
に
、
鬼
神
の
情
狀
を
知
る
（
精
氣
爲
物
、
遊
魂
爲
變
。
是
故
、
知
鬼
神
之
情
狀
）」
と
あ
り
、

干
寶
の
主
張
は
、
こ
れ
に
基
づ
く
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
し
、
当
該
部
分
の
干
寶
の
『
周
易
注
』
が
散
佚
し
て
い
る
た
め
、
一
般
的
な
解

釈
以
上
の
理
解
は
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

干
寶
が
妖
怪
の
存
在
を
証
明
で
き
る
と
考
え
た
理
由
は
、
こ
う
し
た
『
周
易
』
の
論
理
に
加
え
て
、『
春
秋
左
氏
傳
』
を
修
め
た
こ
と

と
関
わ
り
が
あ
ろ
う
。
干
寶
に
は
、『
春
秋
序
論
』『
春
秋
左
氏
函
傳
義
』
と
い
う
『
春
秋
左
氏
傳
』
に
関
す
る
専
著
が
あ
っ
た）

26
（

。『
春
秋

左
氏
傳
』
は
、「
物
」
と
「
妖
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

天 

時
に
反
す
る
を
災
と
爲
し
、
地 

物
に
反
す
る
を
妖
と
爲
す
。﹇
注
。
羣
物 

性
を
失
は
ば
、
民 

德
に
反
し
て
亂
を
爲
し
、
亂
す
れ

ば
則
ち
妖
災 

生
ず）

27
（

﹈。

　
『
春
秋
左
氏
傳
』
は
、「
妖
」
の
存
在
を
「
物
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
地
が
物
に
反
す
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
杜
預
は
こ
れ
に
注

を
つ
け
、
物
が
「
性
」
を
失
う
と
民
が
「
亂
」
を
起
こ
し
、
そ
れ
に
よ
り
「
妖
災
」
が
生
ず
る
と
理
解
す
る
。
た
だ
し
、
杜
預
は
あ
く
ま

で
も
「
妖
災
」
の
説
明
を
し
て
お
り
、「
妖
怪
」
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
ま
た
、
四
で
述
べ
る
よ
う
に
、
干
寶
は
「
妖
怪
」
へ

の
「
變
化
」
を
理
解
す
る
際
に
「
氣
」
を
重
視
す
る
が
、
杜
預
は
「
性
」
に
よ
り
直
接
的
に
「
妖
災
」
を
説
明
せ
ず
、「
亂
」
を
挟
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
論
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

　

一
方
、
干
寶
は
、
五
行
の
變
化
と
妖
怪
へ
の
対
処
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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孔
子 

陳
に
厄
あ
り
、
館
中
に
絃
歌
す
。
夜
に
一
人
有
り
、
長た
け

は
九
尺
餘
り
、
皂
衣
・
高
冠
に
し
て
、
咤
聲 

左
右
を
動
か
す
。
子
路 

引
き
出
し
て
、
與
に
庭
に
戰
ひ
、
地
に
仆た
ふ

さ
ば
、
乃
ち
是
れ
大
鯷
魚
な
り
、
長
は
九
尺
餘
り
。
孔
子 

嘆
じ
て
曰
く
、「
此
の
物
た
る
や
、

何
爲
れ
ぞ
來
た
る
や
。
吾 

聞
く
な
ら
く
、
①
物 

老
ゆ
れ
ば
則
ち
群
精 

之
に
依
り
、
衰
に
因
り
て
至
る
と
。
此
れ
其
の
來
た
る
や
、

豈
に
吾 
厄
に
遇
ひ
て
糧
を
絕
た
れ
、
從
者 

病
む
を
以
て
な
る
か
。
②
夫
れ
六
畜
の
物
、
及
び
龜
・
蛇
・
魚
・
鱉
・
草
・
木
の
屬
、

神 

皆 

憑
依
し
、
能
く
妖
怪
と
爲
る
。
③
故
に
之
を
五
酉
と
謂
ふ
。
五
行
の
方
、
皆 

其
の
物
有
り
。
酉
な
る
者
は
老
な
り
、
故
に
物 

老
ゆ
れ
ば
則
ち
怪
と
爲
る
。
④
之
を
殺
さ
ば
則
ち
已
む
、
夫
れ
何
を
か
患
へ
ん
や
」
と
。
搜
神
記
に
出
づ）

28
（

。

　

こ
こ
で
は
、『
論
語
』
衞
靈
公
篇
に
記
さ
れ
た
孔
子
の
陳
で
の
災
厄
を
舞
台
に
、
孔
子
の
口
を
借
り
て
妖
怪
の
由
来
が
説
明
さ
れ
る
。

孔
子
に
依
れ
ば
、
②
「
六
畜
の
物
、
龜
・
蛇
・
魚
・
鱉
・
草
・
木
」
の
類
は
、
長
く
生
き
る
と
み
な
①
「
群
精
」
が
宿
っ
て
、
妖
怪
に
な

る
。
こ
れ
を
③
「
五
酉
」
と
い
う
。
五
を
冠
す
る
理
由
は
、
そ
の
變
化
が
五
行
の
法
則
に
基
づ
く
た
め
で
あ
る
。
酉
と
は
老
い
の
こ
と
で
、

物
が
老
い
る
と
怪
を
な
す
が
、
④
こ
れ
を
殺
し
て
し
ま
え
ば
止
む
も
の
で
あ
り
、
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
。

　

酉
を
老
い
と
す
る
こ
と
は
、『
史
記
』
卷
二
十
五 
律
書
に
、「
酉
な
る
者
は
、
萬
物
の
老
な
り
（
酉
者
、
萬
物
之
老
也
）」
と
あ
る
が
、

妖
怪
と
の
関
わ
り
は
記
さ
れ
な
い
。
老
い
て
妖
怪
と
な
る
こ
と
は
、
王
充
の
『
論
衡
』
の
記
述
に
基
づ
く）

29
（

。

　
　

 

鬼
な
る
者
は
、
老
物
の
精
な
り
。
夫
れ
物
の
老
ゆ
る
者
は
、
其
の
精 

人
と
爲
る
。
亦
た
未
だ
老
い
ざ
る
も
、
性 

能
く
變
化
す
れ
ば
、

人
の
形
に
象
る
有
り
。
人
の
氣
を
受
く
る
や
、
物
と
精
を
同
じ
く
す
る
者
有
ら
ば
、
則
ち
其
の
物 

之
と
交
は
る
。
病
み
て
精
氣 

衰

劣
す
る
に
及
ぶ
や
、
則
ち
來
り
て
之
を
犯
陵
す
。
何
を
以
て
之
を
効
す
。
成
事
に
、
俗
間 

物
と
交
は
る
者
は
、
鬼
の
來
る
を
見
る

な
り
。
夫
れ
病
者
の
見
る
所
の
鬼
は
、
彼
の
病
物
と
、
何
を
以
て
異
な
ら
ん
。
人 

病
み
て
鬼
の
來
た
る
を
見
る
に
、
其
の
墓
中
に

死
人
の
來
り
迎
へ
之
を
呼
ぶ
者
、
宅
中
の
六
畜
に
象
る
な
り
。
他
鬼
を
見
る
に
及
び
て
、
是
れ
素
よ
り
知
る
所
の
者
に
非
ざ
れ
ば
、
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他
家
若も

し
く
は
草
野
の
中
の
物 

之
と
爲
れ
る
な
り）

30
（

。

　

王
充
は
、
老
い
る
と
物
の
精
が
人
と
な
る
。
老
い
ず
と
も
變
化
す
れ
ば
、
人
の
形
と
な
る
こ
と
は
で
き
る
。
人
が
受
け
た
氣
の
う
ち
、

化
け
物
の
精
の
氣
と
同
じ
も
の
を
持
つ
場
合
に
は
、
化
け
物
と
交
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
、
病
氣
に
な
り
氣
が
衰
え
る
と
化
け

物
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
化
け
物
は
、
自
分
の
墓
の
中
の
亡
者
や
六
畜
の
こ
と
も
あ
り
、
他
家
や
草
野
の
場
合
も
あ
る
、
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、
人
間
の
氣
と
化
け
物
（
變
化
し
た
物
）
の
氣
と
は
、
本
来
異
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
物
が
老
い
て
氣
が
人
と
同
じ
に
な
り
、

人
が
氣
を
病
ん
で
（
病
氣
）、
物
の
氣
と
同
じ
に
な
る
と
、
化
け
物
と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
な
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、『
論

衡
』
は
變
化
の
原
因
と
し
て
「
氣
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
『
搜
神
記
』
の
論
理
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
干
寶
は
、
先
行
す
る
著
作
を
参
照
し
な
が
ら
、
自
ら
の
論
理
を
組
み
立
て
て
い
く
。
そ
れ
は
、『
搜
神
記
』
序
の
冒
頭
に
、

「
先
志
を
載
籍
に
考
へ
（
考
先
志
於
載
籍
）」（『
晉
書
』
卷
八
十
二 

干
寶
傳
）
た
と
、
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
干
寶
は
、

先
行
す
る
著
作
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
内
容
を
単
に
繋
ぎ
合
わ
せ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い）

31
（

。『
周
易
』
か
ら
は
「
鬼
」、『
春
秋
左
氏
傳
』

か
ら
は
「
妖
災
」、『
論
衡
』
か
ら
も
「
鬼
」
の
説
明
部
分
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
「
妖
怪
」
と
い
う
異
な
る
も
の
の
生
成
理
由
に

援
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
干
寶
の
こ
う
し
た
理
論
構
築
を
代
表
す
る
も
の
が
、「
五
氣
變
化
論
」
で
あ
る
。

四
、
五
氣
變
化
論

　

干
寶
は
、『
周
易
』・『
春
秋
左
氏
傳
』
と
『
論
衡
』
の
記
述
を
理
論
化
す
る
こ
と
で
、
妖
怪
の
生
成
理
由
を
解
明
し
た
。
そ
れ
で
は
、

そ
も
そ
も
万
物
は
、
な
ぜ
變
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
解
明
の
た
め
に
、
干
寶
は
、
五
氣
變
化
論
を
著
し
た
。
長
文
で
あ
る
た
め
、
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六
つ
に
分
け
て
検
討
し
よ
う
。

　

干
寶
は
第
一
に
、
天
の
五
氣
に
よ
る
万
物
の
變
化
を
述
べ
る
。

　
　

 
故
に
干
寶
の
記
に
云
ふ
、「
天
に
五
氣
有
り
て
、
萬
物 

化
成
す
。
①
木 

淸
く
ば
則
ち
仁
、
火 

淸
く
ば
則
ち
禮
、
金 

淸
く
ば
則
ち
義
、

水 

淸
く
ば
則
ち
智
、
土 

淸
く
ば
則
ち
思
な
り
。
②
五
氣 

盡
く
純
な
ら
ば
、
聖
德 

備
は
る
な
り
。
①
木 

濁
ら
ば
則
ち
弱
、
火 

濁
ら
ば

則
ち
淫
、
金 
濁
ら
ば
則
ち
暴
、
水 

濁
ら
ば
則
ち
貪
、
土 

濁
ら
ば
則
ち
頑
な
り
。
③
五
氣 

盡
く
濁
な
ら
ば
、
民
の
下
な
り
。
④
中
土

に
聖
人
多
き
は
、
和
氣
の
交
は
る
所
な
れ
ば
な
り
。
絕
域
に
怪
物
多
き
は
、
異
氣
の
產
す
る
所
な
れ
ば
な
り）

32
（

。

　

干
寶
は
、
最
初
に
『
禮
記
』
中
庸
篇
の
鄭
注
に
表
現
さ
れ
た）

33
（

、
①
五
行
と
五
常
の
関
係
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
五
行
の
「
氣
」
の
清
濁
に

よ
る
分
化
が
生
ず
る
と
述
べ
る
。
そ
こ
に
は
、
皇
侃
の
性
三
品
説
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な）

34
（

、
氣
の
清
濁
に
よ
り
人
の
「
性
」
は
定
ま
る
、

と
す
る
思
想
が
見
ら
れ
る
。
②
五
氣
の
す
べ
て
が
「
淸
」
で
あ
れ
ば
「
聖
人
」、
③
「
濁
」
で
あ
れ
ば
「
下
愚
」
と
な
る
こ
と
も
、
皇
侃

と
同
じ
で
あ
る
。
皇
侃
と
異
な
る
こ
と
は
、
④
「
中
土
」
と
「
絕
域
」
と
い
う
地
域
、
さ
ら
に
は
居
住
民
族
の
違
い
を
氣
に
よ
っ
て
規
定

す
る
こ
と
で
あ
る
。
氣
を
理
由
と
し
て
「
中
土
」
に
聖
人
が
多
い
と
す
る
こ
と
は
、『
淮
南
子
』
墜
形
訓
に
も
見
ら
れ
る
が）

35
（

、「
絕
域
」
が

「
異
氣
」
で
あ
る
た
め
、「
怪
物
」
が
多
い
と
す
る
こ
と
は
、『
博
物
志
』
の
影
響
で
あ
る）

36
（

。

　

干
寶
は
第
二
に
、
氣
に
よ
り
性
が
異
な
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

 

苟
し
く
も
此
の
氣
を
禀
く
れ
ば
、
必
ず
此
の
形
有
り
。
苟
し
く
も
此
の
形
有
ら
ば
、
必
ず
此
の
性
を
生
ず
。
故
に
穀
を
⻝
す
る
者
は
、

智
慧
あ
り
て
文
な
り
。
草
を
⻝
す
る
者
は
、
多
力
に
し
て
愚
な
り
。
桑
を
⻝
す
る
者
は
、
絲
有
り
て
蛾
と
な
る
。
肉
を
⻝
す
る
者
は
、

勇
㦑
に
し
て
悍
な
り
。
土
を
⻝
す
る
者
は
、
心
無
く
し
て
息
あ
ら
ず
。
氣
を
⻝
す
る
者
は
、
神
明
に
し
て
長
壽
な
り
。
⻝
せ
ざ
る
者

は
、
死
せ
ず
し
て
神
た
り）

37
（

。
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第
一
で
述
べ
ら
れ
た
「
天
」
の
「
氣
」
が
、
万
物
を
「
五
行
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
變
化
さ
せ
る
理
由
と
し
て
、
第
二
で
は
、「
氣
」

か
ら
「
性
」
の
生
ず
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
皇
侃
の
性
三
品
説
で
も
、「
氣
」
が
「
性
」
を
規
定
す
る
こ
と

は
論
ぜ
ら
れ
る
が
、
干
寶
は
「
氣
」
と
「
性
」
と
の
間
に
「
形
」
を
挟
み
、「
氣
」
と
「
性
」
を
直
接
的
に
は
繋
が
な
い
。
こ
れ
は
、
三

で
検
討
し
た
『
春
秋
左
氏
傳
』
の
杜
預
注
が
、「
性
」
よ
り
直
接
的
に
で
は
な
く
、「
亂
」
を
挟
み
「
妖
災
」
を
説
明
し
て
い
た
こ
と
に
近

い
。
こ
こ
に
も
、『
搜
神
記
』
へ
の
『
春
秋
左
氏
傳
』
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
お
、「
故
に
」
か
ら
後
の
具
体
的
事

例
は
、『
淮
南
子
』
墜
形
訓
に
依
拠
し
て
い
る）

38
（

。

　

干
寶
は
第
三
に
、
万
物
の
多
様
性
を
総
括
す
る
も
の
と
し
て
、『
周
易
』
の
原
理
を
掲
げ
る
。

　
　

 

①
大
腰
に
雄
無
く
、
細
腰
に
雌
無
し
。
雄
の
外
接
す
る
無
く
、
雌
の
外
育
す
る
無
し
。
三
化
の
蟲
、
先
に
孕
み
後
に
交
は
る
。
②
兼

愛
の
獸
、
自
ら
牝
牡
と
爲
る
。
③
寄
生
は
夫
の
高
木
に
因
り
、
女
蘿
は
茯
苓
に
托
す
。
④
木
は
土
に
株
し
、
萍
は
水
に
植
う
。
鳥
は

虛
を
排
し
て
飛
び
、獸
は
實
を
蹠
み
て
走
る
。蟲
は
土
に
閉
ぢ
て
蟄
し
、魚
は
淵
に
潛
み
て
處
す
。⑤
天
に
本
づ
く
者
は
上
に
親
し
み
、

地
に
本
づ
く
者
は
下
に
親
し
み
、
時
に
本
づ
く
者
は
者
は
旁
に
親
し
む
。
則
ち
各
〻
其
の
類
に
從
ふ
な
り）

39
（

。

　

天
に
よ
り
五
行
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
た
「
氣
」
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
性
」
が
異
な
る
結
果
、
万
物
は
、
多
様
な
形
を
見
せ
る
。
多

様
性
の
具
体
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
①
は
『
博
物
志
』
卷
四 
物
性）

40
（

、
②
は
『
山
海
經
』
卷
一 

南
山
經）

41
（

、
③
は
『
呂
氏
春
秋
』
卷
九 

精
通

の
注
に
引
く
『
淮
南
子）

42
（

』、
④
は
『
淮
南
子
』
卷
一 

原
道
訓）

43
（

の
事
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
多
様
性
を
総
括
す
る
も
の
と
し
て
、『
周

易
』
文
言
傳
の
次
の
文
を
踏
ま
え
、
干
寶
は
傍
線
部
⑤
を
著
し
て
い
る
。

　
　

 

九
五
に
曰
く
、「
飛
龍 

天
に
在
り
。
大
人
を
見
る
に
利よ
ろ

し
」
と
は
、
何
の
謂
ぞ
や
。
子
曰
く
、「
同
聲
は
相 

應
じ
、
同
氣
は
相 

求
む
。

水
は
濕
に
流
れ
、
火
は
燥
に
就
く
。
雲
は
龍
に
從
ひ
、
風
は
虎
に
從
ふ
。
聖
人 
作お
こ

り
て
萬
物 

覩
る
。
天
に
本
づ
く
者
は
上
に
親
し
み
、
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地
に
本
づ
く
者
は
下
に
親
し
む
。
則
ち
各
〻
其
の
類
に
從
ふ
な
り
」
と）

44
（

。

　
「
天
に
本
づ
く
者
」
と
は
、
天
の
氣
を
受
け
た
動
物
、「
地
に
本
づ
く
者
」
と
は
、
地
の
氣
を
受
け
た
植
物
で
あ
る
、
と
孔
穎
逹
は
解
釈

す
る
。『
搜
神
記
』
が
、
そ
れ
ら
に
「
時
に
本
づ
く
者
」
を
加
え
た
理
由
は
、
第
四
の
部
分
で
「
時
」
を
掲
げ
る
こ
と
に
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
、「
各
〻
其
の
類
に
從
ふ
」
と
は
、『
搜
神
記
』
の
文
脈
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
氣
の
も
の
は
「
類
」
を
同
じ
く
し
、
同

類
の
も
の
に
従
う
、
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
る
と
、
そ
の
「
類
」
を
五
行
ご
と
に
求
め
あ
う
こ
と
に
な
る
。
天
に

よ
り
五
行
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
た
「
氣
」
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
性
」
が
異
な
る
結
果
、
万
物
は
多
様
な
形
を
見
せ
る
が
、
動
物
①
②

は
氣
を
附
与
し
た
天
に
、
植
物
③
④
は
地
に
統
合
さ
れ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
干
寶
は
、
世
界
の
存
在
す
る
万
物
の
多
様
性
に
着
目
す
る
と
共
に
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
原
理
を
『
周
易
』
に
求
め
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

干
寶
の
「
五
氣
變
化
論
」
で
は
続
い
て
、
氣
を
受
け
て
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
存
在
が
、
そ
の
生
の
途
中
で
形
態
や
性
質
を
大
き
く
変

え
る
理
由
を
論
じ
て
い
く
。
干
寶
は
第
四
に
、
そ
の
變
化
の
理
由
を
四
種
に
分
け
て
説
明
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
正
常
な
變
化
で
あ
る
と
位

置
づ
け
る
。

　
　

 

①
千
歲
の
雉
は
、
海
に
入
り
て
蜃
と
爲
り
、
百
年
の
雀
は
、
海
に
入
り
て
蛤
と
爲
る
。
②
千
歲
の
龜
黿
は
、
能
く
人
と
語
り
、
千
歲

の
狐
は
、
起
ち
て
美
女
と
爲
る
。
千
歲
の
蛇
は
、
斷
つ
も
復
た
續
く
。
百
年
の
鼠
は
、
而す

な
はち
能
く
相 

卜
す
る
は
、
⑴
數
の
至
り
な
り
。

春
分
の
日
に
、①
鷹
は
變
じ
て
鳩
と
爲
り
、
秋
分
の
日
に
、
鳩
は
變
じ
て
鷹
と
爲
る
は
、⑵
時
の
化
な
り
。
故す
な
はち
③
腐
草
の
螢
と
爲
る
や
、

朽
葦
の
蛬
と
爲
る
や
、
稻
の
簽
と
爲
る
や
、
麥
の
蛺
蝶
と
爲
る
や
、
羽
翼 
焉
に
生
じ
、
眼
目 

焉
に
成
り
、
心
智 

焉
に
在
り
。
此
れ

無
知
よ
り
化
し
て
有
知
と
爲
る
は
、
⑶
而
ち
氣 

易
は
る
な
り
。
鶴
の
麞
と
爲
る
や
、
蛇
の
鼈
と
爲
る
や
、
蛬
の
蝦
と
爲
る
は
、
其
の
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血
氣
を
失
は
ざ
れ
ば
、
⑷
而
ち
形
性 

變
ず
る
な
り
。
此
の
若
き
の
類
、
勝
げ
て
論
ず
る
可
か
ら
ず
。
１
變
に
應
じ
て
動
く
、
是
れ
順

常
爲
り）

45
（

。

　

こ
こ
で
は
、
１
「
變
に
應
じ
て
動
く
」「
順
常
」
な
變
化
と
し
て
、
次
の
四
種
を
挙
げ
る
。
⑴
は
、
歳
「
數
が
至
」
る
、
す
な
わ
ち
老

い
る
こ
と
に
よ
る
變
化
で
あ
り
、
す
で
に
扱
っ
た
「
五
酉
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
數
」
が
變
化
す
る
だ
け
で
、
物
の
「
性
」
も
「
氣
」

も
變
化
し
な
い
。
⑵
は
、「
時
の
」
變
「
化
」
に
よ
る
物
の
變
化
で
あ
り
、
こ
れ
も
物
の
「
性
」
と
「
氣
」
が
變
化
す
る
こ
と
は
な
い
。

⑶
は
、
植
物
と
動
物
の
間
の
變
化
で
あ
り
、「
氣
」
が
入
れ
「
易
」
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
。
第
三
で
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
同
じ

く
物
で
あ
っ
て
も
、
植
物
は
地
、
動
物
は
天
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
「
氣
」
を
受
け
て
い
る
の
で
、
動
物
か
ら
植
物
へ
と
變
化
す
る
と
、「
氣
」

の
起
源
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、「
氣
」
は
入
れ
換
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
植
物
と
動
物
の
間
の
變
化
で
は
、

「
氣
」
が
入
れ
「
易
」
わ
る
の
で
あ
る
。
⑷
は
、
動
物
間
の
變
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
形
」
と
「
性
」
が
「
變
」
わ
る
。
第
二
で
述
べ
て

い
た
よ
う
に
、「
氣
」
か
ら
「
形
」、「
形
」
か
ら
「
性
」
が
変
わ
る
の
で
、
動
物
同
士
で
あ
れ
ば
、
天
か
ら
受
け
る
「
氣
」
は
同
源
で
あ

る
た
め
、「
氣
」
の
起
源
そ
の
も
の
が
入
れ
換
わ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
氣
」
に
よ
っ
て
定
ま
る
「
形
」、「
形
」
に
よ
っ
て
定

ま
る
「
性
」
が
変
わ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
①
・
③
は
、『
淮
南
子
』
卷
五 

時
則
訓
、
②
は
、『
莊
子
』

外
物 

第
二
十
六
を
典
拠
と
す
る）

46
（

。
こ
の
よ
う
に
、
干
寶
は
「
順
常
」
と
い
う
正
常
な
變
化
を
四
種
に
分
け
、
變
化
す
る
際
の
「
氣
」「
形
」

「
性
」
の
変
容
と
不
変
を
整
理
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

干
寶
は
第
五
に
、「
變
に
應
じ
て
動
く
」
正
常
な
變
化
で
あ
る
「
順
常
」
に
対
し
て
、
正
常
で
は
な
い
「
妖
眚
」
な
變
化
に
つ
い
て
論

ず
る）

47
（

。「
妖
眚
」
は
、
す
べ
て
人
間
が
變
化
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

２
苟も

し
其
の
方
を
錯た
が

ふ
れ
ば
、
則
ち
妖
眚
と
爲
る
。
故す
な
はち
下
體 

上
に
生
ず
る
は
、
⑴
氣
の
反
す
る
者
な
り
。
人 

獸
を
生
み
、
獸 

人
を
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生
む
は
、
⑵
氣
の
亂
る
る
者
な
り
。
男 

化
し
て
女
と
爲
り
、
女 

化
し
て
男
と
爲
る
は
、
⑶
氣
の
貿か

は
る
者
な
り
。
魯
の
牛
哀 

疾
を
得
、

七
日
に
し
て
化
し
て
虎
と
爲
る
。
形
體 

變
易
し
、
爪
牙 

施
張
す
。
其
の
兄 

將
に
入
ら
ん
と
す
る
や
、
搏
ち
て
之
を
⻝
ふ
。
其
の
人

爲
る
に
當
た
り
て
は
、
將
に
虎
と
爲
ら
ん
と
す
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
其
の
虎
と
爲
る
に
方あ

た
り
て
は
、
常か
つ

て
人
爲
り
し
を
知
ら
ざ

る
な
り
。
故
ち
晉
の
太
康
中
、
陳
留
の
阮
士
瑀 

虺
に
傷
つ
き
、
其
の
痛
に
忍
へ
ず
、
數
〻
其
の
瘡
を
嗅
ぐ
。
已
に
し
て
雙
虺 

鼻
中

に
成
る
。
元
康
中
、
歷
陽
の
紀
元
載
、
客
と
な
り
て
道
龜
を
⻝
ふ
。
已
に
し
て
瘕
と
成
る
。
醫 

藥
を
以
て
之
を
攻
む
る
に
、
龜
の

子
を
下
す
こ
と
數
升
、
大
き
さ
小
錢
の
如
く
、
頭
足
㲉 

備
は
り
、
文
甲
も
皆 

具
ふ
る
に
、
惟
だ
藥
に
中
り
て
已
に
死
す
。
夫
れ
嗅

は
化
育
の
氣
に
非
ず
、
鼻
は
胎
孕
の
所
に
非
ず
、
享
道
は
物
を
下
す
の
具
に
非
ざ
る
な
り）

48
（

。

　

こ
こ
で
は
、
２
「
方
を
錯
」
え
た
た
め
起
こ
っ
た
「
妖
眚
」
と
し
て
、
次
の
三
種
を
挙
げ
る
。
⑴
は
、「
氣
」
が
「
反
」
し
た
た
め
、

人
の
下
半
身
が
上
半
身
に
生
じ
た
こ
と
、
⑵
は
、「
氣
」
が
「
亂
」
れ
た
た
め
、「
人
」
と
「
獸
」
が
相
互
に
産
む
こ
と
、
⑶
は
、「
氣
」

が
「
貿
」
わ
っ
た
た
め
、
男
女
が
入
れ
代
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
１
の
「
順
常
」
な
變
化
で
は
、
⑷
は
、
動
物
間
の
變
化
は
、「
形
」
と
「
性
」

が
「
變
」
わ
る
だ
け
で
、「
氣
」
が
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
干
寶
は
人
間
と
動
物
を
異
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

動
物
間
の
變
化
は
性
の
變
化
と
し
て
正
常
と
さ
れ
る
が
、
人
間
の
變
化
の
み
を
異
常
と
捉
え
、「
氣
」
の
「
反
」・「
亂
」・「
貿
」
に
よ
る
、

と
述
べ
る
理
由
は
、
人
間
と
動
物
は
違
う
と
い
う
大
前
提
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
。
そ
れ
は
、
続
い
て
掲
げ
る
三
つ
の
具
体
例
の
う

ち
「
魯
の
牛
哀
」
を
「
公
牛
哀
」
と
異
な
っ
た
名
で
共
有
す
る
、『
論
衡
』
無
形
訓
が
形
成
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

 

①
物
の
變
は
、
氣
に
隨
ふ
。
②
若
し
政
治
に
應
じ
、
象
爲
す
る
所
有
ら
ば
、
③
天
の
壽
長
を
欲
す
る
所
の
故
に
、
其
の
形
を
變
易
す
る

に
非
ざ
る
な
り
。
又 

神
草
・
珍
藥
を
得
、
之
を
⻝
ひ
て
變
化
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
人 

恆
に
藥
を
服
し
て
壽
を
固ま
も

ら
ば
、
能
く
本

性
を
增
加
し
、
其
の
身
年
を

す
な
り
。
時
に
遭
ひ
て
變
化
す
る
は
、
天
の
正
氣
、
人
の
受
く
る
所
の
眞
性
に
非
ざ
る
な
り
。
天
地
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の
變
ぜ
ざ
る
、
日
月
の
易
は
ら
ざ
る
、
星
辰
の
沒
せ
ざ
る
は
、
正
な
り
。
④
人
は
正
氣
を
受
く
、
故
に
體
は
變
ら
ず
。
時
に
或
ひ
は

男 
化
し
て
女
と
爲
り
、
女 

化
し
て
男
と
爲
る
は
、
由な

ほ
高
岸
の
谷
と
爲
り
、
深
谷
の
陵
と
爲
る
が
ご
と
き
な
り
。
⑤
政
に
應
じ
て

變
を
爲
す
は
、
政
變
と
爲
し
、
常
性
に
非
ざ
る
な
り）

49
（

。

　

王
充
は
、「
物
」
の
變
化
は
、「
氣
」
の
變
化
に
よ
る
、
と
説
く
。
干
寶
が
人
の
變
化
を
「
氣
」
の
「
反
」・「
亂
」・「
貿
」
に
よ
る
と
考

え
る
こ
と
は
、
こ
の
継
承
で
あ
る
。
そ
し
て
、
王
充
は
、
②
政
治
と
関
わ
っ
て
變
化
す
る
、
す
な
わ
ち
天
人
相
關
説
に
よ
っ
て
人
が
變
化

す
る
こ
と
を
説
き
、
③
天
が
寿
命
を
長
く
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
、
仙
藥
な
ど
に
よ
り
變
化
す
る
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
人
は
本
来
、

④
「
正
氣
を
受
く
、
故
に
體
は
變
ら
」
な
い
も
の
で
あ
り
、
⑤
「
政
治
に
（
感
）
應
」
す
る
天
人
相
關
説
に
基
づ
く
「
政
變
」
は
、「
常
性
」

で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

干
寶
が
、「
順
常
」
と
「
妖
眚
」
と
い
う
場
合
分
け
を
用
い
て
、
正
常
な
變
化
と
正
常
で
は
な
い
變
化
が
あ
る
と
す
る
の
は
、『
論
衡
』

の
継
承
で
あ
る
。
そ
し
て
、
干
寶
は
、
人
が
「
氣
」
の
「
反
」・「
亂
」・「
貿
」
に
よ
り
變
化
す
る
「
妖
眚
」
を
天
人
相
關
説
に
基
づ
く
「
非

常
性
」
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
變
化
を
天
人
相
關
の
中
心
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
一
で
掲
げ
た
懷
帝
の
誕
生
に
感
應
し
て
生
え
た
と
い
う
嘉
禾
は
、
植
物
で
あ
る
た
め
天
人
相
關
説
の
対
象
で
は
な
い
。

ま
た
、「
天
子
の
氣
」
が
あ
る
と
い
う
「
望
氣
」
も
、
天
人
相
關
説
と
は
直
接
的
な
関
わ
り
を
持
た
な
い
。
さ
ら
に
、
劉
向
の
讖
緯
（
予
言
）

は
、
す
で
に
西
晉
で
は
禁
圧
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
「
五
氣
變
化
論
」
に
基
づ
け
ば
、『
晉
紀
』
総
論
で
は
、
上
帝
が
二
心
を
抱
い

た
と
考
え
た
瑞
祥
が
、
天
人
相
關
説
と
は
関
わ
り
が
な
か
っ
た
こ
と
を
論
証
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
人
間
以
外
の
「
順
常
」
は
、
天
人
相
關
説
に
関
わ
ら
な
い
、
と
『
論
衡
』
の
よ
う
に
断
言
す
る
こ
と
に
、
干
寶
は
慎
重
で
あ
っ

た
。『
漢
書
』
五
行
志
に
含
ま
れ
る
人
の
變
化
を
干
寶
が
五
氣
變
化
論
で
理
論
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
東
晉
の
存
立
を
保
障
し
て
い
る
瑞
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祥
や
天
文
ま
で
否
定
す
る
可
能
性
を
持
つ
た
め
で
あ
る
。
干
寶
が
、
符
瑞
志
や
五
行
志
を
含
む
こ
と
に
な
る
紀
傳
體
に
よ
る
史
書
の
編
纂

に
反
対
し
、
編
年
體
を
主
張
し
た
理
由
で
あ
る
。
干
寶
は
、
變
化
の
原
理
を
叙
述
し
た
の
ち
に
も
、
そ
の
理
解
の
困
難
さ
を
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　

 

此
に
よ
り
之
を
觀
る
に
、
①
萬
物
の
生
死
と
、
其
の
變
化
と
は
、
神
に
通
ず
る
思
ひ
に
非
ざ
れ
ば
、
諸こ
れ

を
己
に
求
む
る
と
雖
も
、
惡

く
ん
ぞ
よ
り
て
來
た
る
所
を
識
ら
ん
や
。
然
れ
ど
も
朽
草
の
螢
と
爲
る
は
、
腐
に
由
る
な
り
。
麥
の
蛺
蝶
と
爲
る
は
、
濕
に
由
る
な

り
。
爾
ら
ば
則
ち
萬
物
の
變
は
、
皆 

由
有
る
な
り
。
農
夫
の
麥
の
化
を
止
む
る
者
は
、
之
を
漚
す
に
灰
を
以
て
し
、
②
聖
人
の
萬
物

の
化
を
理
む
る
者
は
、
之
を
濟
ふ
に
道
を
以
て
す）

50
（

。

　

干
寶
は
、
①
「
萬
物
の
生
死
と
其
の
變
化
」
は
、「
神
に
通
ず
る
」
思
慮
を
働
か
せ
ぬ
限
り
、
自
分
一
個
人
の
経
験
の
範
囲
で
は
、
判

断
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
れ
は
、
②
聖
人
だ
け
が
「
道
」
に
よ
っ
て
神
秘
的
な
「
化
」
を
治
め
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

干
寶
は
、
そ
の
變
化
が
正
常
か
否
か
、
天
人
相
關
か
単
な
る
變
化
か
と
い
う
弁
別
は
、「
聖
人
」
が
「
道
」
に
よ
り
判
断
す
べ
き
と
し
た

の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
聖
人
で
は
な
い
干
寶
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
。『
搜
神
記
』
を
執
筆
し
て
事
例
を
収
集
す
る
必
要
性
は
こ
こ
に
生
ま
れ

る）
51
（

。
干
寶
が
修
め
た
『
春
秋
左
氏
傳
』
は
、
春
秋
三
傳
の
中
で
「
事
」
に
よ
り
「
春
秋
の
義
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た）
52
（

。
干
寶
も
同
様
に
、「
神
道
」
に
関
す
る
多
く
の
事
例
を
集
め
、『
春
秋
左
氏
傳
』
に
倣
っ
て
、
そ
の
凡
例
に
自
ら
の
考
え
を
提
示
し
な

が
ら
も
、
あ
く
ま
で
も
「
事
」
に
よ
っ
て
「
神
道
」
の
具
体
像
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
後
世
、『
搜
神
記
』
が
そ
の
原
理
・
原
則
で
は

な
く
、「
事
」
の
多
様
性
に
注
目
さ
れ
、
志
怪
小
説
の
祖
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
理
由
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

干
寶
は
、
東
晉
の
正
統
性
を
支
え
る
よ
う
な
、
天
人
相
關
説
の
現
れ
と
し
て
の
瑞
祥
と
災
異
と
、
西
晉
の
滅
亡
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
よ
う
な
、
天
人
相
關
説
と
は
関
わ
ら
な
い
瑞
祥
と
災
異
と
を
弁
別
す
る
こ
と
に
目
的
に
、
後
者
が
発
生
す
る
原
理
を
解
明
す
る

た
め
『
搜
神
記
』
を
著
し
た
。
干
寶
は
、
先
行
す
る
著
作
の
内
容
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
自
ら
の
論
理
を
構
築
す
る
。『
春
秋
左
氏
傳
』

の
「
妖
災
」、『
論
衡
』
の
「
鬼
」
の
生
成
か
ら
、「
妖
怪
」
の
生
成
論
理
を
作
り
上
げ
た
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
「
五
氣
變
化
論
」
は
、
そ
う
し
た
干
寶
の
理
論
を
代
表
す
る
も
の
で
、「
順
常
」
と
い
う
正
常
な
變
化
は
四
種
に
分
け
ら
れ
、
變
化
す
る

際
の
「
氣
」「
形
」「
性
」
の
変
容
と
不
変
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
妖
眚
」
と
い
う
常
で
は
な
い
變
化
は
、
人
が
「
氣
」
の
「
反
」・

「
亂
」・「
貿
」
に
よ
り
變
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
天
人
相
關
説
の
中
心
に
置
か
れ
る
べ
き
變
化
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
妖
眚
」

だ
け
が
天
人
相
關
説
の
対
象
で
あ
る
こ
と
の
論
証
を
通
じ
て
、
干
寶
は
『
晉
紀
』
總
論
で
示
し
た
上
帝
の
二
心
へ
の
疑
義
を
解
消
し
得
た
。

そ
し
て
、『
春
秋
左
氏
傳
』
に
従
っ
て
、
そ
う
し
た
「
神
道
」
の
あ
り
方
を
「
事
」
を
中
心
に
記
し
た
も
の
が
、『
搜
神
記
』
な
の
で
あ
る
。

　
『
搜
神
記
』
の
「
五
氣
變
化
論
」
の
論
理
そ
の
も
の
は
、
主
と
し
て
『
論
衡
』
か
ら
の
借
り
物
で
あ
っ
た
が
、
變
化
を
『
春
秋
左
氏
傳
』

の
よ
う
に
「
事
」
に
よ
っ
て
表
現
し
た
た
め
、
豊
富
な
事
例
を
集
め
得
た
。
し
た
が
っ
て
、『
搜
神
記
』
は
、『
春
秋
左
氏
傳
』
が
史
書
と

し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
た
こ
と
を
背
景
に
、
史
部
に
著
録
さ
れ
る
べ
き
著
作
で
あ
っ
た
。
事
実
、『
隋
書
』
卷
三
十
三 

經
籍
志
二
は
、『
搜

神
記
』
を
史
部 

雜
傳
に
著
録
し
て
い
る）

53
（

。
天
人
相
關
説
の
衰
退
と
と
も
に
、
變
化
の
論
理
に
は
注
目
が
集
ま
ら
な
く
な
り
、
志
怪
の
事

例
が
物
語
と
し
て
読
ま
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
積
極
的
な
天
人
相
關
否
定
論
者
で
あ
っ
た
歐
陽
脩
は）

54
（

、『
新
唐
書
』
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卷
五
十
九 

藝
文
志
三
に
お
い
て
『
搜
神
記
』
を
小
說
家
類
に
移
動
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
一
度
、『
搜
神
記
』
の
継
承
が
途
絶
え
た

こ
と
は
、
宋
代
に
は
後
世
の
よ
う
に
、
小
説
の
祖
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
明
代
に
お
い
て
輯
本
が
編
纂
さ
れ
た

理
由
は）

55
（

、
白
話
小
説
の
展
開
と
共
に
別
個
に
考
察
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
干
宝
の
執
筆
目
的
が
天
人
相
關
説
の
補
強
に
あ
り
、
そ
の
事
例

の
掲
げ
方
が
『
春
秋
左
氏
傳
』
に
基
づ
く
以
上
、『
搜
神
記
』
が
史
部
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
は
至
極
当
然
な
の
で
あ
る
。

1　

干
寶
『
周
易
注
』
の
該
当
部
分
は
、
残
存
し
な
い
。
虞
翻
は
、「
虞
翻
曰
く
、
忒
は
、
差
な
り
。
神
道
と
は
、
五
を
謂
ふ
。
臨
の
震
・
兌
を
春
秋

と
爲
す
。
三
・
上 

位
を
易
へ
、
坎
冬
・
離
夏
た
り
。
日
月
の
象 

正
し
け
れ
ば
、
故
に
四
時 

忒
は
ず
と
（
虞
翻
曰
、
忒
、
差
也
。
神
道
、
謂
五
。
臨
震
・

兌
爲
春
秋
。
三
・
上
易
位
、
坎
冬
・
離
夏
。
日
月
象
正
、
故
四
時
不
忒
）」（『
周
易
集
注
』
卷
五
）
と
注
を
つ
け
る
。
こ
こ
で
は
、
神
道
と
は
觀
卦

の
九
五
を
い
う
と
さ
れ
、
觀
卦
の
反
卦
で
あ
る
臨
卦
の
震
（
九
二
・
六
三
・
六
四
の
互
體
卦
）
と
兌
（
下
卦
）
を
春
秋
と
な
す
、
と
す
る
。
そ
し
て
、

觀
卦
の
六
三
と
上
九
が
、
位
を
易
え
る
と
、
坎
冬
・
離
夏
と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
日
月
（
＝
坎
離
）
の
象
は
正
し
く
、
故
に
四
時
に
狂
い
は
な
い
、

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
王
弼
の
義
理
易
と
は
、
大
き
く
異
な
る
虞
翻
の
象
數
易
を
干
寶
は
継
承
し
て
い
た
。
象
數
易
に
つ
い
て
は
、

鈴
木
由
次
郎
『
漢
易
研
究
』（
明
徳
印
刷
出
版
社
、
一
九
六
三
年
）、
干
寶
の
易
に
つ
い
て
は
、
仲
畑
信
「
干
宝
易
注
の
特
徴
」（『
中
国
思
想
史
研
究
』

一
一
、
一
九
八
八
年
）
を
参
照
。

2　

竹
田
晃
「
干
宝
試
論
―
「
晉
紀
」
と
「
捜
神
記
」
の
間
」（『
東
京
支
那
学
報
』
一
一
、
一
九
六
五
年
）。
ま
た
、
尾
崎
康
「
干
宝
晉
紀
考
」（『
斯

道
文
庫
論
集
』
八
、
一
九
七
〇
年
）
は
、
竹
田
の
主
張
を
受
け
て
、
一
方
で
、
志
怪
の
搜
神
記
を
著
し
、
他
方
で
、
史
官
の
立
場
を
自
覚
し
て
晉
紀

を
著
す
よ
う
な
、
あ
る
意
味
で
は
徹
底
を
欠
き
、
矛
盾
す
る
思
想
学
術
は
、
六
朝
時
代
の
士
大
夫
が
ひ
ろ
く
玄
儒
文
史
に
豊
か
な
教
養
を
兼
ね
備
え

て
い
た
こ
と
へ
の
現
れ
で
あ
る
、
と
す
る
が
、
森
三
樹
三
郎
『
六
朝
士
大
夫
の
精
神
』（
同
朋
舎
、
一
九
八
六
年
）
へ
の
依
存
性
が
強
く
、
ま
た
、

志
怪
と
史
學
の
二
分
法
を
取
る
こ
と
に
対
し
て
は
、竹
田
論
文
に
対
す
る
こ
と
と
同
様
の
疑
問
を
持
つ
。な
お
、竹
田
の
議
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
、
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内
田
道
夫
「
捜
神
記
の
世
界
」（『
文
化
』
一
五
―
三
、
一
九
五
一
年
）、
西
野
貞
治
「
捜
神
記
攷
」（『
人
文
研
究
』
四
―
八
、
一
九
五
七
年
）
も
参
照
。

ま
た
、
中
国
に
お
け
る
『
捜
神
記
』
の
研
究
に
関
し
て
は
、
楊
淑
鵬
「
二
〇
世
紀
《
捜
神
記
》
研
究
綜
述
」（『
晋
中
学
院
学
報
』
二
七
―
五
、
二
〇

一
〇
年
）、
沈
星
怡
「
近
十
年
《
捜
神
記
》
研
究
綜
析
」（『
鹽
城
師
範
学
院
学
報
』
人
文
社
会
科
学
版
二
八
―
五
、
二
〇
〇
八
年
）
に
整
理
さ
れ
て

い
る
。

3　
『
捜
神
記
』
を
小
説
で
は
な
く
、
史
書
と
の
関
わ
り
の
中
で
理
解
す
る
研
究
は
多
い
が
、
五
行
志
と
の
密
接
な
関
係
を
詳
細
に
研
究
し
た
も
の
と

し
て
、
河
野
貴
美
子
「『
捜
神
記
』
の
語
る
歴
史
―
史
書
五
行
志
と
の
関
係
」（『
二
松
』
一
六
、
二
〇
〇
二
年
）
が
注
目
さ
れ
る
。

4　

小
南
一
郎
「
干
宝
「
捜
神
記
」
の
編
纂
」
上
・
下
（『
東
方
学
報
』
京
都 

六
九
・
七
〇
、
一
九
九
七
・
一
九
九
八
年
）。
な
お
、
佐
野
誠
子
「
五
行

志
と
干
宝
『
捜
神
記
』」（『
東
京
大
学
中
国
語
中
国
文
学
研
究
室
紀
要
』
四
、
二
〇
〇
一
年
）
は
、
小
南
論
文
に
対
す
る
疑
問
を
本
人
に
質
し
た
も

の
で
あ
る
。

5　

昔
干
寶
議
撰
晉
史
、
以
爲
、
宜
準
丘
明
、
其
臣
下
委
曲
、
仍
爲
譜
注
。
於
時
議
者
、
莫
不
宗
之
（『
史
通
』
卷
二 

載
言
）。
な
お
、『
史
通
』
は
、

浦
起
龍
（
釋
）『
史
通
通
釋
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
七
八
年
）
に
依
拠
し
た
。

6　
『
春
秋
左
氏
傳
』
が
、
杜
預
の
『
春
秋
左
氏
經
傳
集
解
』
よ
り
、
傳
を
經
の
間
に
挟
む
經
傳
分
年
比
附
、
す
な
わ
ち
「
春
秋
左
氏
傳
」
体
を
取
る

に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
加
賀
栄
治
『
中
国
古
典
解
釈
史
』
魏
晉
篇
（
勁
草
書
房
、
一
九
六
四
年
）
を
参
照
。

7　

狄
滅
二
國
、
君
死
城
屠
。
齊
桓
行
覇
、
興
亡
繼
絕
。
左
傳
云
、
邢
遷
如
歸
、
衞
國
忘
亡
。
言
上
下
安
堵
、
不
失
舊
物
也
。
如
孫
皓
暴
虐
、
人
不
聊
生
。

晉
師
是
討
、
後
予
相
怨
。
而
干
寶
晉
紀
云
、
吳
國
旣
滅
、
江
外
忘
亡
。
豈
江
外
安
典
午
之
善
政
、
同
歸
命
之
未
滅
乎
。
以
此
而
擬
左
氏
、
又
所
謂
貌

同
而
心
異
也
（『
史
通
』
卷
八 

模
擬
）。

8　

渡
邉
義
浩
「
干
宝
の
孫
呉
観
と
蒋
侯
神
信
仰
」（『
中
国
文
化
―
研
究
と
教
育
』
七
三
、
二
〇
一
五
年
）。

9　

唯
令
昇
先
覺
、
遠
述
（
左
）
丘
明
、
重
立
凡
例
、
勒
成
晉
紀
。
鄧
（
粲
）・
孫
（
盛
）
已
下
、
遂
躡
其
蹤
、
史
例
中
興
、
於
斯
爲
盛
。
若
沈
宋
之

志
序
、
蕭
齊
之
序
錄
、
雖
皆
以
序
爲
名
、
其
實
例
也
。
必
定
其
臧
否
、
徵
其
善
惡
、
干
寶
・
范
曄
、
理
切
而
多
功
（『
史
通
』
卷
四 

序
例
）。
な
お
、
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『
晉
紀
』
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
程
有
為
「
論
干
宝
的
史
学
建
樹
与
貢
献
」（『
許
昌
学
院
学
報
』
二
九
―
四
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

10　
『
搜
神
記
』の
各
巻
の
構
造
が
、○
○
論
―
古
典
引
用
の
証
明
―
事
実
例
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
南
一
郎「『
捜
神
記
』の
文
体
」（『
中

国
文
学
報
』
二
一
、
一
九
六
六
年
）
を
参
照
。
な
お
、『
搜
神
記
』
の
篇
名
に
つ
い
て
は
、
森
野
繁
夫
「
捜
神
記
の
篇
目
」（『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』

二
四
―
三
、
一
九
六
五
年
）
が
あ
る
。

11　
『
春
秋
左
氏
傳
』
に
含
ま
れ
る
占
い
や
予
言
に
つ
い
て
は
、
久
富
木
成
大
「
釈
巫
史
―
「
左
伝
」
に
お
け
る
占
い
と
予
言
」（『
金
沢
大
学
教
養
部

論
集
』
人
文
科
学
篇
二
四
―
二
、
一
九
八
七
年
）
を
参
照
。

12　

杜
預
注
の
合
理
性
に
つ
い
て
は
、
加
賀
栄
治
『
中
国
古
典
解
釈
史
』
魏
晉
篇
（
前
掲
）
を
参
照
。
ま
た
、
杜
預
注
に
司
馬
氏
を
正
統
化
す
る
偏
向

が
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
杜
預
の
左
伝
癖
と
西
晉
の
正
統
性
」（『
六
朝
学
術
学
会
報
』
六
、
二
〇
〇
五
年
、『
西
晉
「
儒
教
国
家
」

と
貴
族
制
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
に
所
収
）
を
参
照
。

13　

懷
帝
承
亂
之
後
得
位
、
覊
於
彊
臣
、
愍
帝
奔
播
之
後
徒
厠
其
虛
名
、
天
下
之
政
旣
已
去
矣
。
非
命
世
之
雄
、
不
能
取
之
矣
。
然
懷
帝
初
載
、
①
嘉

禾
生
于
南
昌
。﹇
徐
廣
晉
紀
曰
、
太
康
五
年
八
月
、
嘉
禾
生
南
昌
。
九
月
懷
帝
生
。﹈
②
望
氣
者
又
云
、
豫
章
有
天
子
氣
。﹇
干
寶
晉
紀
曰
、
初
望
氣
者
言
、

豫
章
・
廣
陵
有
天
子
氣
。﹈
及
國
家
多
難
、
宗
室
迭
興
、
以
愍
・
懷
之
正
、
淮
南
之
壯
、
成
都
之
功
、
長
沙
之
權
、
皆
卒
於
傾
覆
。
而
懷
帝
以
豫
章

王
登
天
位
。
③
劉
向
之
讖
云
、
滅
亡
之
後
、
有
少
如
水
名
者
得
之
。
起
事
者
據
秦
川
、
西
南
乃
得
其
朋
。
案
愍
帝
蓋
秦
王
之
子
也
。
得
位
于
長
安
。

長
安
固
秦
地
也
。
而
西
以
南
陽
王
爲
右
丞
相
、
東
以
琅
邪
王
爲
左
丞
相
。
上
諱
業
。
故
改
鄴
爲
臨
漳
。
漳
水
名
也
。
④
由
此
推
之
亦
有
徵
祥
。
而
皇

極
不
建
、
禍
辱
及
身
。
⑤
豈
上
帝
臨
我
而
貳
其
心
。
⑥
將
由
人
能
弘
道
、
非
道
弘
人
者
乎
。
淳
耀
之
烈
未
渝
。
⑦
故
大
命
重
集
于
中
宗
元
皇
帝
（『
文
選
』

卷
四
十
九 

史
論 

晉
紀
總
論 

干
令
升
）。
な
お
『
文
選
』
は
胡
刻
本
に
拠
り
、『
文
選
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
を
参
照
し
、
必
要
な
部

分
だ
け
﹇　

﹈
で
李
善
注
を
附
し
た
。

14　

李
善
注
に
引
く
干
寶
『
晉
紀
』
に
述
べ
ら
れ
る
「
廣
陵
」
の
「
天
子
の
氣
」
は
、
惠
帝
の
子
司
馬
遹
が
廣
陵
王
で
あ
っ
た
こ
と
に
感
應
し
て
い
る
。

15　

渡
邉
義
浩
「
西
晉
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
形
成
」（『
漢
学
会
誌
』
四
七
、
二
〇
〇
八
年
、『
西
晉
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族
制
』
前
掲
）
を
参
照
。
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16　

干
寶
搜
神
記
曰
、
宋
大
夫
邢
史
子
臣
、
明
於
天
道
。
周
敬
王
之
三
十
七
年
、
景
公
問
曰
、
天
道
其
何
祥
。
對
曰
、
後
五
十
年
五
月
丁
亥
、
臣
將
死
。

死
後
五
年
五
月
丁
卯
、
吳
將
亡
。
亡
後
五
年
、
君
將
終
。
終
後
四
百
年
、
邾
王
天
下
。
俄
而
皆
如
其
言
。
所
云
邾
王
天
下
者
、
謂
魏
之
興
也
。
邾
、

曹
姓
、
魏
亦
曹
姓
、
皆
邾
之
後
。
其
年
數
則
錯
、
未
知
邢
史
失
其
數
耶
。
將
年
代
久
遠
、
注
記
者
傳
而
有
謬
也
（『
三
國
志
』
卷
二 

文
帝
紀
注
）。
な

お
、
中
華
書
局
本
は
、
典
拠
を
示
さ
な
い
が
「
十
」
の
字
を
省
き
、
李
剣
国
（
輯
校
）『
新
輯
校
捜
神
記
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）
も
そ
れ
に

従
う
。
し
か
し
、
本
文
で
計
算
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
は
、
五
十
で
な
け
れ
ば
、
王
莽
と
関
わ
ら
な
い
た
め
、『
三
國
志
』
裴
注
に
伝
わ
る
「
五
十
」

が
正
し
い
。

17　
『
太
平
御
覽
』
卷
九
百
七
十
八 

菜
茄
部
三 

瓜
に
、「
古
文
瑣
語
曰
、
初
刑
史
子
臣
謂
、
宋
景
公
從
今
已
往
五
月
五
日
。
臣
死
、
後
五
年
五
月
丁
亥
、

吳
亡
。
又
後
五
年
八
月
辛
巳
、
君
薨
。
刑
臣
將
至
死
日
、
朝
見
景
公
、
夕
死
。
後
吳
亡
、
景
公
懼
思
刑
史
子
臣
之
言
、
將
至
死
日
、
乃
逃
于
瓜
圃
、

遂
死
之
求
得
已
䖝
矣
」
と
あ
る
。
な
お
、
汲
冢
書
に
つ
い
て
は
、
吉
川
忠
夫
「
汲
冢
書
発
見
前
後
」（『
東
方
学
報
』
京
都 

七
一
、
一
九
九
九
年
）
を

参
照
。

18　

曹
魏
の
明
帝
曹
叡
の
傅
で
あ
っ
た
高
堂
隆
が
、
曹
室
を
邾
姓
と
す
る
こ
と
で
舜
の
後
裔
と
し
、
堯
舜
革
命
に
準
え
た
漢
魏
革
命
の
正
統
性
の
補
強

を
試
み
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
三
国
時
代
に
お
け
る
「
公
」
と
私
」」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
五
五
、
二
〇
〇
三
年
、『
三
国
政
権
の
構

造
と
「
名
士
」』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
に
所
収
）
を
参
照
。

19　

渡
邉
義
浩
『
王
莽 

改
革
者
の
孤
独
』（
大
修
館
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

20　

愍
帝
之
立
也
、
改
毗
陵
爲
晉
陵
。
時
元
帝
始
霸
江
・
揚
。
而
戎
翟
稱
制
、
西
都
微
弱
。
干
寶
以
爲
、
晉
將
滅
於
西
、
而
興
於
東
之
符
也
（『
宋
書
』

卷
十
七 

符
瑞
志
上
）。
な
お
、
王
尽
忠
『
干
宝
研
究
全
書
』（
中
州
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
こ
の
文
を
湯
球
の
輯
集
漏
れ
と
し
て
、『
晉
紀
』

の
逸
文
に
加
え
る
が
、
こ
の
文
が
『
晉
紀
』
の
一
部
で
あ
っ
た
確
証
は
な
い
。

21　

搜
神
記
曰
、
晉
武
帝
世
、
河
間
郡
有
男
女
相
悅
、
許
相
配
適
。
旣
而
男
從
軍
積
年
。
父
母
以
女
適
人
。
無
幾
而
憂
死
。
男
還
悲
痛
、
乃
至
冢
所
、

欲
哭
之
敍
哀
。
而
不
勝
其
情
、
遂
發
冢
開
棺
。
卽
時
蘇
活
、
因
負
還
家
。
將
養
數
日
平
復
。
其
夫
往
求
之
。
其
人
還
曰
、
卿
婦
已
死
。
天
下
豈
聞
死
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人
復
活
耶
。
天
賜
我
。
非
卿
婦
也
。
於
是
相
訟
、
郡
縣
不
能
決
、
以
讞
廷
尉
。
祕
書
郞
王
導
奏
、
以
精
誠
之
至
、
感
于
天
地
、
故
死
而
更
生
。
此
非

常
事
、
不
得
以
常
理
斷
之
。
請
還
開
冢
者
（『
太
平
御
覽
』
卷
八
百
八
十
七 

妖
異
部
三 

重
生
）。

22　

汪
紹
楹
（
校
注
）『
捜
神
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
）。
な
お
、
汪
紹
楹
の
校
注
に
つ
い
て
は
、
王
国
良
「
汪
氏
校
注
本
捜
神
記
評
介
―
兼

談
研
究
六
朝
志
怪
的
基
本
態
度
与
方
法
」（『
六
朝
志
怪
小
説
考
論
』
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
の
批
判
が
あ
る
。

23　

晉
惠
帝
世
、
梁
國
女
子
許
嫁
、
已
受
禮
娉
。
尋
而
其
男
戍
長
安
、
經
年
不
歸
。
女
家
更
以
適
人
。
女
不
樂
行
、
其
父
母
逼
強
、
不
得
已
而
去
、
尋

得
病
亡
。
後
其
夫
還
、
問
女
所
在
。
其
家
具
說
之
。
其
夫
徑
女
墓
、
不
勝
哀
情
、
便
發
冢
開
棺
。
女
遂
活
、
因
與
俱
歸
。
後
婿
聞
之
、
詣
官
爭
之
、

所
在
不
能
決
。
祕
書
郞
王
導
議
曰
、
此
是
非
常
事
、
不
得
以
常
理
斷
之
。
宜
還
前
夫
。
朝
廷
從
其
議
（『
宋
書
』
卷
三
十
四 

五
行
五 

人
痾
）。
傍
線

部
が
、
書
き
換
え
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
。

24　

妖
怪
に
つ
い
て
は
、
大
橋
由
治
「『
搜
神
記
』
の
精
怪
觀
―
怪
異
と
神
道
設
敎
」（『
大
東
文
化
大
学
漢
学
会
誌
』
五
一
、
二
〇
一
二
年
）、
角
田
達

朗
「
干
宝
『
捜
神
記
』
に
お
け
る
「
妖
」
の
思
想
」（『
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
』
メ
デ
ィ
ア
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
学
部
篇
、
二
－
一
、
二
〇
一
二
年
）
も
あ
る
。

25　

妖
怪
者
、
干
寶
記
云
、
蓋
是
精
氣
之
依
物
者
也
。
氣
亂
於
中
、
物
變
於
外
。
形
神
・
氣
質
、
表
裏
之
用
也
。
本
於
五
行
、
通
於
五
事
、
雖
消
息
昇
降
、

化
動
萬
端
、
然
其
休
咎
之
徵
、
皆
可
得
域
而
論
矣
（『
法
苑
珠
林
』
卷
三
十
一 

妖
怪
篇
）。『
法
苑
珠
林
』
は
、
釋
道
世
（
編
）、
周
叔
迦
・
蘇
晉
仁
（
校

注
）『
法
苑
珠
林
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年
）
に
依
拠
し
た
。
な
お
、『
法
苑
珠
林
』
は
、
こ
の
引
用
に
続
け
て
、「
是
れ
俗
情
の
近
見
な
り
。
未

だ
大
聖
の
因
果
に
逹
せ
ず
（
是
俗
情
之
近
見
。
未
逹
大
聖
之
因
果
）」
と
述
べ
、
干
寶
の
思
想
を
批
判
し
、
仏
教
の
経
義
を
述
べ
て
い
く
。『
捜
神
記
』

と
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
閻
徳
亮
「
試
論
《
捜
神
記
》
中
的
仏
教
神
話
―
兼
論
中
国
仏
教
神
話
的
興
起
与
発
展
」（『
中
州
学
刊
』
二
〇
一
〇

―
六
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

26　

淸
朝
考
証
學
の
成
果
を
ま
と
め
た
王
尽
忠
『
干
宝
研
究
全
書
』（
前
掲
）
に
、『
春
秋
序
論
』
一
条
・『
春
秋
左
氏
函
傳
義
』
二
条
の
逸
文
が
輯
録

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
干
寶
の
全
著
作
に
つ
い
て
の
概
略
を
ま
と
め
た
も
の
に
、
羅
薔
薇
「
干
宝
著
述
考
」（『
華
中
師
範
大
学
研
究
生
学
報
』
一
八

―
三
、
二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。
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27　

天
反
時
爲
災
、
地
反
物
爲
妖
。﹇
注
。
羣
物
失
性
、
民
反
德
爲
亂
、
亂
則
妖
災
生
﹈（『
春
秋
左
氏
經
傳
集
解
』
宣
公 

傳
十
五
年
）。

28　

孔
子
厄
於
陳
、
絃
歌
於
館
中
。
夜
有
一
人
、
長
九
尺
餘
、
皂
衣
・
高
冠
、
咤
聲
動
左
右
。
子
路
引
出
、
與
戰
於
庭
、
仆
於
地
、
乃
是
大
鯷
魚
也
、

長
九
尺
餘
。
孔
子
嘆
曰
、
此
物
也
、
何
爲
來
哉
。
吾
聞
、
①
物
老
則
群
精
依
之
、
因
衰
而
至
。
此
其
來
也
、
豈
以
吾
遇
厄
絕
糧
、
從
者
病
乎
。
②
夫
六

畜
之
物
、
及
龜
・
蛇
・
魚
・
鱉
・
草
・
木
之
屬
、
神
皆
憑
依
、
能
爲
妖
怪
。
③
故
謂
之
五
酉
。
五
行
之
方
、
皆
有
其
物
。
酉
者
老
也
、
故
物
老
則
爲

怪
矣
。
④
殺
之
則
已
、
夫
何
患
焉
。
出
搜
神
記
（『
太
平
廣
記
』
卷
四
百
六
十
八 

子
路
）。

29　

大
久
保
隆
郎
「
王
充
の
妖
瑞
論
」（『
福
島
大
学
教
育
学
部
論
集
』
人
文
科
学
部
門
二
六
、
一
九
七
五
年
、『
王
充
思
想
の
諸
相
』
汲
古
書
院
、
二

〇
一
〇
年
に
所
収
）
に
よ
れ
ば
、『
論
衡
』
は
、
妖
祥
論
の
展
開
の
中
で
、
妖
の
現
象
の
原
因
を
「
太
陽
の
氣
」「
火
氣
」
に
求
め
て
い
る
、
と
い
う
。

30　

鬼
者
、
老
物
精
也
。
夫
物
之
老
者
、
其
精
爲
人
。
亦
有
未
老
、
性
能
變
化
、
象
人
之
形
。
人
之
受
氣
、
有
與
物
同
精
者
、
則
其
物
與
之
交
。
及
病

精
氣
衰
劣
也
、
則
來
犯
陵
之
矣
。
何
以
効
之
。
成
事
、
俗
間
與
物
交
者
、
見
鬼
之
來
也
。
夫
病
者
所
見
之
鬼
、
與
彼
病
物
、
何
以
異
。
人
病
見
鬼
來
、

象
其
墓
中
死
人
來
迎
呼
之
者
、
宅
中
之
六
畜
也
。
及
見
他
鬼
、
非
是
所
素
知
者
、
他
家
若
草
野
之
中
物
爲
之
也
（『
論
衡
』
卷
二
十
三 

訂
鬼
）。

31　

康
韻
梅
「
試
由
「
変
化
論
」
略
論
―《
捜
神
記
》
的
成
書
立
意
和
篇
目
体
例
」（『
小
説
戯
曲
研
究
』
第
三
集
、
一
九
九
〇
年
）
は
、『
搜
神
記
』
の

妖
怪
論
と
変
化
論
は
、
完
全
に
漢
代
の
陰
陽
五
行
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
と
述
べ
、
干
寶
が
論
理
を
創
造
し
た
こ
と
を
認
め
な
い
。
し
か
し
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
確
か
に
素
材
は
、
漢
代
か
ら
あ
る
氣
の
理
論
や
五
行
思
想
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
干
寶
は

独
自
の
変
化
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
彭
磊
「
論
六
朝
時
代
〝
妖
怪
〞
概
念
之
変
遷
―
従
《
捜
神
記
》
中
之
妖
怪
故
事
談
起
」（『
海

南
大
学
学
報
』
人
文
社
会
科
学
版
二
五
―
六
、
二
〇
〇
七
年
）
も
参
照
。

32　

故
干
寶
記
云
、
天
有
五
氣
、
萬
物
化
成
。
①
木
淸
則
仁
、
火
淸
則
禮
、
金
淸
則
義
、
水
淸
則
智
、
土
淸
則
思
。
②
五
氣
盡
純
、
聖
德
備
也
。
①
木
濁

則
弱
、
火
濁
則
淫
、
金
濁
則
暴
、
水
濁
則
貪
、
土
濁
則
頑
。
③
五
氣
盡
濁
、
民
之
下
也
。
④
中
土
多
聖
人
、
和
氣
所
交
也
。
絕
域
多
怪
物
、
異
氣
所
產

也
（『
法
苑
珠
林
』
卷
三
十
二 

變
化
篇
）。

33　
『
禮
記
』
中
庸
篇
の
冒
頭
に
、「
天
の
命
、
之
を
性
と
謂
ひ
、
性
に
率し
た
がふ
、
之
を
道
と
謂
ひ
、
道
を
脩
む
る
、
之
を
敎
と
謂
ふ
（
天
命
、
之
謂
性
、
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率
性
、
之
謂
道
、
脩
道
、
之
謂
敎
）」
と
あ
る
文
に
、
鄭
玄
は
注
を
つ
け
て
、「
天
の
命
と
は
、
天
の
命
じ
て
人
を
生
ず
る
所
の
者
を
謂
ふ
な
り
。
是

を
性
命
と
謂
ふ
。
木 

神
な
れ
ば
則
ち
仁
、
金 

神
な
れ
ば
則
ち
義
、
火 

神
な
れ
ば
則
ち
禮
、
水 

神
な
れ
ば
則
ち
信
、
土 

神
な
れ
ば
則
ち
知
な
り
（
天

命
、
謂
天
所
命
生
人
者
也
。
是
謂
性
命
。
木
神
則
仁
、
金
神
則
義
、
火
神
則
禮
、
水
神
則
信
、
土
神
則
知
）」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
、

鄭
玄
が
氣
の
清
濁
を
言
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、『
搜
神
記
』
の
論
理
の
独
自
性
を
考
え
る
と
き
に
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
干
寶
は
、
素
材
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
新
た
な
論
理
を
創
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

34　

皇
侃
の
性
三
品
説
の
特
徴
が
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
氣
の
清
濁
に
よ
り
、
人
を
上
智
（
全
清
）・
下
愚
（
全
濁
）・
中
人
（
清
と
濁
が
並
存
）
と
分
け

る
点
に
あ
る
こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
「
魏
晉
南
北
朝
に
お
け
る
「
品
」
的
秩
序
の
展
開
」（『
魏
晉
南
北
朝
に
お
け
る
貴
族
制
の
形
成
と
三
教
・
文
学
』

汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

35　
『
淮
南
子
』
卷
三 

墜
形
訓
に
、「
中
土
に
聖
人
多
き
は
、
皆 

其
の
類
に
應
ず
（
中
土
多
聖
人
、
皆
應
其
類
）」
と
あ
る
。

36　

こ
う
し
た
『
搜
神
記
』
の
「
氣
」
の
理
解
に
、
異
民
族
に
対
す
る
差
別
が
あ
る
こ
と
は
、
三
津
間
弘
彦
「『
後
漢
書
』
の
槃
瓠
伝
説
と
『
風
俗
通
義
』」

（『
中
国
学
論
集
』
二
九
、
二
〇
一
一
年
）、『
博
物
志
』
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
「
張
華
『
博
物
志
』
の
世
界
観
」（『
史
滴
』
三
六
、
二

〇
一
五
年
）
を
参
照
。

37　

苟
禀
此
氣
、
必
有
此
形
。
苟
有
此
形
、
必
生
此
性
。
故
⻝
穀
者
、
智
慧
而
文
。
⻝
草
者
、
多
力
而
愚
。
⻝
桑
者
、
有
絲
而
蛾
。
⻝
肉
者
、
勇
㦑
而
悍
。

⻝
土
者
、
無
心
而
不
息
。
⻝
氣
者
、
神
明
而
長
壽
。
不
⻝
者
、
不
死
而
神
（『
法
苑
珠
林
』
卷
三
十
二 

變
化
篇
）。

38　
『
淮
南
子
』
卷
三 

墜
形
訓
に
、「
水
を
⻝
ふ
者
は
、
善
く
游
ぎ
寒
に
能た

ふ
。
土
を
⻝
ふ
者
は
、
心
無
く
し
て
慧
し
。
木
を
⻝
ふ
者
は
、
力
多
く
し
て

干
た
り
。
草
を
⻝
ふ
者
は
、
善
く
走
り
て
愚
た
り
。
葉
を
⻝
ふ
者
は
、
絲
有
り
て
蛾
た
り
。
肉
を
⻝
ふ
者
は
、
勇
敢
に
し
て
捍
た
り
。
氣
を
⻝
す
る

者
は
、
神
明
に
し
て
壽
た
り
。
穀
を
⻝
す
る
者
は
、
知
慧
に
し
て
夭
た
り
。
⻝
せ
ざ
る
者
は
、
死
せ
ず
し
て
神
た
り
（
⻝
水
者
、
善
游
能
寒
。
⻝
土
者
、

無
心
而
慧
。
⻝
木
者
、
多
力
而
干
、
⻝
草
者
、
善
走
而
愚
。
⻝
葉
者
、
有
絲
而
蛾
。
⻝
肉
者
、
勇
敢
而
捍
。
⻝
氣
者
、
神
明
而
壽
。
⻝
穀
者
、
知
慧

而
夭
。
不
⻝
者
、
不
死
而
神
）」
と
あ
る
。
な
お
、
生
物
が
食
べ
る
も
の
に
よ
り
、
あ
り
方
を
異
に
す
る
こ
と
は
、『
大
戴
禮
記
』
の
本
命
篇
に
も
見
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え
る
が
、『
搜
神
記
』
と
は
少
し
く
内
容
を
異
に
す
る
。

39　
①
大
腰
無
雄
、
細
腰
無
雌
。
無
雄
外
接
、
無
雌
外
育
。
三
化
之
蟲
、
先
孕
後
交
。
②
兼
愛
之
獸
、
自
爲
牝
牡
。
③
寄
生
因
夫
高
木
、
女
蘿
托
乎
茯
苓
。

④
木
株
于
土
、
萍
植
于
水
。
鳥
排
虛
而
飛
、
獸
蹠
實
而
走
。
蟲
土
閉
而
蟄
、
魚
淵
潛
而
處
。
⑤
本
乎
天
者
親
上
、
本
乎
地
者
親
下
、
本
乎
時
者
親
旁
。

各
從
其
類
也
（『
法
苑
珠
林
』
卷
三
十
二 

變
化
篇
）。

40　
『
博
物
志
』
卷
四 

物
性
に
、「
大
腰
無
雄
、
龜
鼉
類
也
。
無
雄
與
蛇
、
通
氣
則
孕
。
細
腰
無
雌
、
蜂
類
也
。
無
雌
則
負
別
。
蟲
於
空
木
中
七
日
而
化
。

蓋
取
桑
蠶
卽
阜
螽
子
。
咒
而
成
子
。
詩
云
、
螟
蛉
有
子
、
蜾
蠃
負
之
是
也
」
と
あ
る
。

41　
『
山
海
經
』
卷
一 
南
山
經
に
、「
有
獸
焉
、
其
狀
如
貍
、
而
有
髦
。
其
名
曰
類
。
自
爲
牝
牡
、
⻝
者
不
妒
」
と
あ
る
。

42　
『
呂
氏
春
秋
』
卷
九 

精
通
の
注
に
、「
淮
南
子
曰
、
下
有
茯
苓
、
上
有
兔
絲
、
一
名
女
蘿
。
詩
曰
、
葛
與
女
蘿
、
施
于
松
上
」
と
あ
る
。

43　
『
淮
南
子
』
卷
一 

原
道
訓
に
、「
夫
萍
樹
根
於
水
、
木
樹
根
於
土
」
と
あ
る
。

44　

九
五
曰
、
飛
龍
在
天
。
利
見
大
人
、
何
謂
也
。
子
曰
、
同
聲
相
應
、
同
氣
相
求
。
水
流
濕
、
火
就
燥
。
雲
從
龍
、
風
從
虎
。
聖
人
作
而
萬
物
覩
。

本
乎
天
者
親
上
、
本
乎
地
者
親
下
。
則
各
從
其
類
也
（『
周
易
注
疏
』
卷
一 

上
經 

乾
）。
な
お
、
干
寶
の
『
周
易
注
』
は
、
こ
の
部
分
も
散
逸
し
て

お
り
、
干
寶
の
解
釈
は
不
明
で
あ
る
。

45　
①
千
歲
之
雉
、
入
海
爲
蜃
、
百
年
之
雀
、
入
海
爲
蛤
。
②
千
歲
龜
黿
、
能
與
人
語
、
千
歲
之
狐
、
起
爲
美
女
。
千
歲
之
蛇
、
斷
而
復
續
。
百
年
之
鼠
、

而
能
相
卜
、
⑴
數
之
至
也
。
春
分
之
日
、
①
鷹
變
爲
鳩
、
秋
分
之
日
、
鳩
變
爲
鷹
、
⑵
時
之
化
也
。
故
③
腐
草
之
爲
螢
也
、
朽
葦
之
爲
蛬
也
、
稻
之
爲
簽

也
、
麥
之
爲
蛺
蝶
也
、
羽
翼
生
焉
、
眼
目
成
焉
、
心
智
在
焉
。
此
自
無
知
化
爲
有
知
、
⑶
而
氣
易
也
。
鶴
之
爲
麞
也
、
蛇
之
爲
鼈
、
蛬
之
爲
蝦
也
、

不
失
其
血
氣
、
⑷
而
形
性
變
也
。
若
此
之
類
、
不
可
勝
論
。
１
應
變
而
動
、
是
爲
順
常
（『
法
苑
珠
林
』
卷
三
十
二 

變
化
篇
）。

46　
『
淮
南
子
』
卷
五 

時
則
訓
に
、「
仲
春
之
月
、
…
…
鷹
化
爲
鳩
。
…
…
鷹
乃
學
習
、
腐
草
化
為
蚈
。
…
…
季
秋
之
月
、
…
…
賓
雀
入
大
水
爲
蛤
。

…
…
孟
冬
之
月
、
…
…
雉
入
大
水
爲
蜃
。
…
…
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
莊
子
』
外
物 
第
二
十
六
に
、
宋
の
元
君
の
夢
に
現
れ
、
人
の
言
葉
を
話
す
神

龜
の
記
録
が
あ
る
。
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47　
『
搜
神
記
』
の
「
正
常
」
と
「
非
常
」
を
そ
の
字
義
や
先
秦
以
来
の
用
例
か
ら
検
討
し
た
も
の
に
、
李
豊
楙
「
正
常
与
非
常
：
生
産
・
変
化
説
的

結
構
性
意
義
―
試
論
干
宝
《
捜
神
記
》
的
変
化
思
想
」（『
魏
晋
南
北
朝
文
学
与
思
想 

学
術
研
討
会
論
文
集
』
第
二
輯
、
一
九
八
三
年
）
が
あ
る
。

48　
２
苟
錯
其
方
、
則
爲
妖
眚
。
故
下
體
生
於
上
、
⑴
氣
之
反
者
也
。
人
生
獸
、
獸
生
人
、
⑵
氣
之
亂
者
也
。
男
化
爲
女
、
女
化
爲
男
、
⑶
氣
之
貿
者
也
。

魯
牛
哀
得
疾
、
七
日
化
而
爲
虎
。
形
體
變
易
、
爪
牙
施
張
。
其
兄
將
入
、
搏
而
⻝
之
。
當
其
爲
人
、
不
知
將
爲
虎
。
方
其
爲
虎
、
不
知
常
爲
人
。
故

晉
太
康
中
、
陳
留
阮
士
瑀
傷
于
虺
、
不
忍
其
痛
、
數
嗅
其
瘡
。
已
而
雙
虺
成
於
鼻
中
。
元
康
中
、
歷
陽
紀
元
載
、
客
⻝
道
龜
。
已
而
成
瘕
。
醫
以
藥

攻
之
、
下
龜
子
數
升
、
大
如
小
錢
、
頭
足
㲉
備
、
文
甲
皆
具
、
惟
中
藥
已
死
。
夫
嗅
非
化
育
之
氣
、
鼻
非
胎
孕
之
所
、
享
道
非
下
物
之
具
（『
法
苑

珠
林
』
卷
三
十
二 

變
化
篇
）。

49　
①
物
之
變
、
隨
氣
。
②
若
應
政
治
、
有
所
象
爲
、
非
天
所
欲
壽
長
之
故
、
變
易
其
形
也
。
③
又
非
得
神
草
・
珍
藥
、
⻝
之
而
變
化
也
。
人
恆
服
藥
固
壽
、

能
增
加
本
性
、

其
身
年
也
。
遭
時
變
化
、
非
天
之
正
氣
、
人
所
受
之
眞
性
也
。
天
地
不
變
、
日
月
不
易
、
星
辰
不
沒
、
正
也
。
④
人
受
正
氣
、
故

體
不
變
。
時
或
男
化
爲
女
、
女
化
爲
男
、
由
高
岸
爲
谷
、
深
谷
爲
陵
也
。
應
政
爲
變
、
爲
政
變
、
非
常
性
也
（『
論
衡
』
卷
二 

無
形
篇
）

50　

從
此
觀
之
、
①
萬
物
之
生
死
也
、
與
其
變
化
也
、
非
通
神
之
思
、
雖
求
諸
已
、
惡
識
所
自
來
。
然
朽
草
之
爲
螢
、
由
乎
腐
也
。
麥
之
爲
蛺
蝶
、
由

乎
濕
也
。
爾
則
萬
物
之
變
、
皆
有
由
也
。
農
夫
止
麥
之
化
者
、
漚
之
以
灰
、
②
聖
人
理
萬
物
之
化
者
、
濟
之
以
道
（『
法
苑
珠
林
』
卷
三
十
二 

變
化
篇
）。

『
法
苑
珠
林
』
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、「
其
與
不
然
乎
。
今
所
覺
事
者
、
固
よ
り
未
だ
以
て
其
の
變
化
の
極
を
究
む
に
足
ら
ざ
る
な
り
（
其
與
不
然
乎
。

今
所
覺
事
者
、
固
未
足
以
究
其
變
化
之
極
也
）」
と
述
べ
、『
搜
神
記
』
の
変
化
論
を
批
判
し
て
い
る
。

51　

干
寶
は
、『
周
易
』
繫
辭
傳
上
の
「
故
神
无
方
、
而
易
无
體
」
に
、「
否
・
泰
、
盈
・
虛
と
な
る
者
は
、
神
な
り
。
變
に
し
て
周
流
な
る
者
は
、
易

な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
神
の
鼓
は
、
萬
物
に
无
常
の
方
に
し
て
、
易
の
變
化
に
應
ず
る
は
、
定
體
无
き
な
り
」
と
注
を
つ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

否
や
泰
、
盈
や
虛
と
な
る
変
化
の
あ
り
方
を
「
神
」
と
表
現
し
て
お
り
、
そ
の
変
化
に
広
く
行
き
渡
る
も
の
が
『
周
易
』
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に

敷
衍
し
て
、「
神
の
鼓
」
動
は
、
一
定
の
法
則
が
な
く
、『
周
易
』
は
そ
の
変
化
に
応
じ
る
た
め
に
、
定
ま
っ
た
形
を
と
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。
干

寶
に
と
っ
て
、
聖
人
の
用
い
る
「
神
道
」
は
、
變
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
『
周
易
』
に
注
を
つ
け
る
と
営
み
が
行
わ
れ
た
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と
考
え
ら
れ
る
。『
搜
神
記
』
と
並
行
し
た
営
み
と
言
え
よ
う
。
な
お
、「
神
道
」
に
つ
い
て
は
、
孔
毅
「
論
《
捜
神
記
》
中
的
鬼
神
与
“
神
道
”」（『
重

慶
師
範
大
学
学
報
』
哲
学
社
会
科
学
版
、
二
〇
一
三
－
四
、
二
〇
一
三
年
）
も
あ
る
。

52　

春
秋
三
傳
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
そ
れ
を
生
み
出
す
出
現
時
の
政
治
状
況
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
両
漢
に
お
け
る
春
秋
三
伝
の
相
剋
と
国
政
」

（『
両
漢
に
お
け
る
詩
と
三
伝
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
、『
後
漢
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
成
立
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
に
所
収
）
を
参
照
。

53　

雜
傳
に
著
録
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
佐
野
誠
子
「
雑
伝
書
と
し
て
の
志
怪
書
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
五
四
、
二
〇
〇
二
年
）
が
あ
る
。

54　

歐
陽
脩
が
積
極
的
な
天
人
相
關
否
定
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
小
島
毅
「
宋
代
天
譴
論
再
説
│
欧
陽
脩
は
何
を
変
え
た
の
か
」（『
中
国
―
社
会
と

文
化
』
二
六
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

55　

た
と
え
ば
、
大
村
由
紀
子
「
明
末
に
お
け
る
『
捜
神
記
』
出
版
に
つ
い
て
―
当
時
の
知
識
人
の
小
説
評
価
に
む
け
て
」（『
待
兼
山
論
叢
』
三
二
（
文

学
）、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
。
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Gan Bao’s Aim in Writing the Soushen ji and His 
Theory of Changes in the Five Pneumata

by Yoshihiro Watanabe

With the aim of dif ferentiating between auspicious omens and calamities as 

manifestations of the correlation between Heaven and the human realm, such as 

might suppor t the legitimacy of the Eastern Jin, and auspicious omens and 

calamities unrelated to any correlation between Heaven and the human realm, 

such as had been unable to predict the fall of the Western Jin, Gan Bao 干寶 wrote 

the Soushen j i 捜神記 with the aim of elucidating the principle behind the 

occurrence of the latter. Gan Bao constructed his logic by combining the contents 

of existing works. One example of this was his formulation of the logic behind the 

genesis of malevolent spirits (yaoguai 妖怪) on the basis of the genesis of 

calamities attributed to evil influences (yaozai 妖災) in the Chunqiu Zuoshi zhuan 

春秋左氏傳 and the genesis of ghosts or spirits (gui 鬼) in the Lunheng 論衡. The 

theor y of changes in the five pneumata (wuqi 五氣) is representative of these 

theories of Gan Bao. Normal changes (shunchang 順常) are divided into four kinds, 

and the mutability or immutability of “pneuma” (qi 氣), “form” (xing 形), and 

“nature” (xing 性) during these changes is explained. In addition, abnormal changes 

(yaosheng 妖眚) correspond to changes in people due to “inversion” ( fan 反), 

“confusion” (luan 亂), or “change” (mao 貿) in pneuma, and it is these changes that 

ought to be placed at the centre of the theory of a correlation between Heaven and 

the human realm. Further, through his demonstration that only abnormal changes 

are targeted by the theory of a correlation between Heaven and the human realm, 

Gan Bao resolved any doubts concerning the equivocation of the Supreme Thearch 

(Shangdi 上帝) that had been voiced in his introduction to the Jinji 晉紀. The 

Soushen ji represented a record of the nature of the “way of spirits” (shendao 神道) 

with a focus on concrete events in line with the Chunqiu Zuoshi zhuan.


